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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期
決算年月 平成20年６月 平成21年６月 平成22年６月 平成23年６月 平成24年６月

売上高 （千円） 6,584,8196,305,6466,008,8905,918,7136,145,492

経常利益 （千円） 419,800 474,056 582,852 577,957 535,614

当期純利益 （千円） 262,136 243,081 363,009 285,094 307,834

包括利益 （千円） － － － 274,659 320,107

純資産額 （千円） 1,456,1181,274,9151,640,1811,794,2691,935,026

総資産額 （千円） 4,220,5814,016,7144,640,1073,978,8774,328,363

１株当たり純資産額 （円） 49,356.6151,505.4864,406.72361.01 426.74

１株当たり当期純利益金

額
（円） 8,814.359,488.1614,355.14 55.94 66.58

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
（円） － － － － 66.46

自己資本比率 （％） 34.5 31.7 35.3 45.1 43.9

自己資本利益率 （％） 19.2 17.8 24.9 16.6 16.7

株価収益率 （倍） 10.4 7.1 4.3 5.7 4.6

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △329,878 412,121 301,6751,182,894604,476

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △175,059 △5,417 △190,696△33,918△128,984

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 178,736△391,656 321,031△969,871△127,403

現金及び現金同等物の期

末残高
（千円） 789,159 804,2071,236,2181,415,3221,763,411

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
（人）

462

(230)

490

(307)

482

(319)

492

(310)

507

(326)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．第10期から第13期の連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　３　当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月30日）、

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30日

公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成22年６月30

日）を適用しております。

　　　　　　当社は平成22年10月１日付で当社普通株式１株につき100株の割合で株式分割を、また、平成24年５月１日付で当社

普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、当該株式分割が前連結会計年度の

期首に行われたものと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額を算定しております。　
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期
決算年月 平成20年６月 平成21年６月 平成22年６月 平成23年６月 平成24年６月

売上高 （千円） 2,827,6792,845,4302,797,4392,811,8802,922,714

経常利益 （千円） 363,804 415,956 507,096 506,120 458,714

当期純利益 （千円） 201,426 202,089 273,379 282,043 257,863

資本金 （千円） 603,250 603,250 603,250 603,250 603,250

発行済株式総数 （株） 29,925 29,925 29,9252,992,5005,985,000

純資産額 （千円） 1,477,4981,256,2671,531,6501,683,2901,773,569

総資産額 （千円） 3,316,2983,116,5773,658,6303,014,9753,227,696

１株当たり純資産額 （円） 50,081.3150,752.1560,144.93338.68 390.46

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配

当額）

（円）
1,700

(－)

2,000

(－）

3,200

(－）

27

(－）

17

(－）

１株当たり当期純利益金

額
（円） 6,772.977,888.1310,810.73 55.34 55.77

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
（円） － － － － 55.67

自己資本比率 （％） 44.6 40.3 41.9 55.8 53.8

自己資本利益率 （％） 14.2 14.8 19.6 17.5 15.1

株価収益率 （倍） 13.6 8.5 5.7 5.8 5.4

配当性向 （％） 25.1 25.4 29.6 24.4 30.5

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
（人）

152

(138)

181

(124)

179

(112)

188

(111)

202

(126)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第10期から第13期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。　

　　　　３．当事業年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月30日）、「１

株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30日公表

分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成22年６月30日）を

適用しております。

　　　　　　当社は平成22年10月１日付で当社普通株式１株につき100株の割合で株式分割を、また、平成24年５月１日付で当社

普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。このため、当該株式分割が前事業年度の期首

に行われたものと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額を算定しております。　
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２【沿革】

　当社は、志を共にする有志が集い平成10年８月に東京都渋谷区代々木において、日本で初めてのフランチャイズ方式によ

る社宅代行専門事業ネットワークの構築を目的に「日本社宅ネット開設準備室」を設置し、社宅アウトソーシングの本格

展開に向けた研究開発活動に取組み、平成10年10月に日本社宅サービス株式会社を設立いたしました。

　その後、全国の不動産会社をフランチャイズ加盟店として次々とネットワーク化すると伴に、社宅斡旋管理システム、社

宅業務システムの開発を進め、インフラ整備ののちに本格的な展開を進めてまいりました。

年月 事項

平成10年10月東京都渋谷区代々木において、企業の社宅業務全般の代行を目的として、日本社宅サービス株式会

社を設立

平成10年12月日本社宅ネットフランチャイズ本部を開設

平成11年１月 本社を東京都新宿区大久保に移転

平成11年４月 社宅アウトソーシングサービス「社宅パートナー」を販売開始

平成12年３月 顧客の人事情報データベースとの連携を可能にした業務管理システム「ＪＯＩＮＴ」を開発

平成12年７月 社宅担当者向け業務支援システム「ＢＡＳＩＣ」を開発

平成13年５月 転勤者支援システム「住替えサポートシステム」を開発

平成14年７月 本社を東京都新宿区箪笥町に移転

平成14年８月 制度改革コンサルテーションサービスを商品化

平成15年５月 預り資金保全サービス「社宅ロックアカウントサービス」を都市銀行と共同開発

平成16年９月 双方向型業務管理システム「ＪＯＩＮＴ２」を開発

平成17年１月 転勤手続支援ワークフローシステム「ＢＡＳＩＣ-ＷＥＢ」を開発

平成17年９月 東証マザーズ市場へ株式上場

平成19年５月 ダイワード株式会社を完全子会社化

平成19年10月　人事・総務の業務改善をサポートするアウトソーシングサービス「マーカスさん」開発。

テストマーケティング開始

平成19年12月

平成20年11月　

日本社宅サービス新宿事業所を東京都新宿区原町に設置

ダイワード株式会社、新ブランディング「CLASSITE（クラシテ）」、及び「Sumaist（すまいす

と）」を導入　

平成24年６月　 株式会社スリーＳを関連会社化

平成24年９月　 北海道札幌市に第２オペレーションセンター開設
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３【事業の内容】

当社グループは、当社（日本社宅サービス株式会社）、連結子会社１社（ダイワード株式会社）及び関連会社１社

（株式会社スリーＳ）により構成されております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、次の２事

業は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　（1）連結財務諸表　注記事項」に掲げる「セグメント情報」の区分と

同一であります。

セグメントの名称 事業内容 会社名

社宅管理事務代行事業 社宅管理事務代行、システム開発他 日本社宅サービス㈱

施設総合管理事業 マンション等施設管理、修繕工事他 ダイワード㈱

＜社宅管理事務代行事業＞

社宅管理事務代行事業は、顧客企業に対して社宅・寮及び駐車場の社宅事務業務をアウトソーシング事業として

行うものであります。具体的には顧客企業に対して借上社宅物件の紹介、契約・入居手続、家賃の支払い、退去時にお

ける原状回復費用のチェック等の社宅管理事務代行サービスを提供しております。

当事業は顧客企業からの受託件数に対応して売上高が増加するビジネスモデルとなっております。受託件数とは

社宅のアウトソーシングの申込を受けている申込済み件数と既に当社運営中の件数を合算した件数であります。

過去５年間の決算日現在の受託件数の推移は、次のとおりであります。

決算年月 平成20年６月 平成21年６月 平成22年６月 平成23年６月　 平成24年６月　

受託件数（件） 158,251 128,340 160,185 164,551 165,571

 

＜施設総合管理事業＞　

施設総合管理事業は、分譲マンションを中心とした施設管理を基盤に、そこから派生する修繕工事までのトータル

マネジメントサービスを提供しております。

当事業は管理組合との管理受託契約に基づく管理棟数及び管理戸数をベースとした管理収入に加え、そこから派

生する修繕工事等の付帯サービスを取り込むことによって売上高が増加いたします。

当連結会計年度末現在におけるマンション等管理棟数及び管理戸数は、次のとおりであります。

決算年月 平成20年６月平成21年６月平成22年６月平成23年６月　平成24年６月　

管理棟数（棟） マンション 651 646 643 628 623

 その他 336 323 313 306 300

管理戸数（戸） マンション 23,653 23,458 22,885 22,372 22,227
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以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

　

　

　

４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所有割合

（％）
関係内容

（連結子会社）

ダイワード株式会社
東京都新宿区 259,013施設総合管理事業 100.0

当社受託先企業の

社有施設の管理

役員の兼任等

２名

　（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．売上高（連結相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、「第５　

経理の状況　１　連結財務諸表等　（1）連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載しております

ので、主要な損益情報等の記載を省略しております。

　

EDINET提出書類

日本社宅サービス株式会社(E05505)

有価証券報告書

  6/102



５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成24年６月30日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

社宅管理事務代行事業 202（126）  

施設総合管理事業 305（200）  

合計 507（326）  

　（注）１．従業員数は就業人員（グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。）であり、臨時従業者数

（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しており

ます。

２．施設総合管理事業の就業人員には、嘱託社員及び管理員等147人を含んでおります。

　

(2）提出会社の状況

 平成24年６月30日現在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

   202（126） 35.4 4.8 4,621

　

セグメントの名称 従業員数（人）

社宅管理事務代行事業 202（126）

合計 202（126）

　（注）１．従業員数は就業人員（社外から当社への出向者を含んでおります。）であり、臨時従業者数（パートタイ

マー、人材会社からの派遣社員を含みます。）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(3）労働組合の状況

従前、当社の子会社であるダイワード株式会社の一部従業員より、組合に加入した旨の通知がありましたが、組合

加入適格に法的疑義があることから、団体交渉に応ずることを留保し、現在に至っております。なお、労使関係に特

段の問題はございません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当連結会計年度は、欧州の財政問題にともなうユーロ危機や新興国経済の景気減速が続き、世界経済全体につい

ても停滞感がありました。国内においては、復興関連需要などがあったものの、消費者心理を抑制する金利不安は根

強く、景気の先行きに対する不透明感は、依然として拭いきれない不安定な状況で推移いたしました。

このような環境の中、当社グループは基本戦略として、1）ストックビジネスによる安定と顧客の拡大による成

長、2）提供サービスの拡充によるカスタマーバリューの拡大、3）オペレーショナルエクセレンスの追究を掲げ、事

業活動を行ってまいりました。また、近時の著しい経営環境変化を受けて、アウトソーシング事業者としての使命を

全うすべく、「サービス継続体制の強化」を図っていくことを目指しました。

以上の取組みの結果、連結売上高は61億45百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益は５億33百万円（同7.2％

減）、経常利益は５億35百万円（同7.3％減）、当期純利益は３億７百万円（同8.0％増）となりました。なお、当期純

利益につきましては、当社において見込んでいた税制改正にともなう法定実効税率の影響が小さかったこと、加えて

連結子会社において、繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、税金費用（法人税等調整額）の減額が発生したこ

となどから増益となっております。

　

セグメント別の業績につきましては、以下の通りであります。

　

社宅管理事務代行事業

当事業を取巻く経営環境は、企業における間接業務の負担軽減や高い専門性に加えてトータルコスト削減への期

待感から、社宅アウトソーシングニーズは依然高く、今後も拡大傾向にあるものと想定されます。一方、喫緊の経営課

題対処の観点から新規のアウトソーシング化を延期する企業や、アウトソーシングを既に導入しているものの委託

料の値下げ要請等に動く顧客企業も増えており、価格競争を中心に競合は激しく、予断を許さない状況が続いており

ます。

こうした状況の下、当社は顧客ニーズの本質は総額コストの削減にあると考え、単なる価格競争とは一線を画し

た取組みの中で、これまでにコスト削減代行サービス「マーカスさん」を独自に開発投入し、さらに当期は「得々

サービス（初期費用削減サービス）」を展開するなど、着々と差別化を実現し、カスタマーバリューの拡大に繋げて

まいりました。これにより、当社は高い信頼と評価の下、業界No.1シェアを維持しております。

なお、新規営業活動においては、顧客開拓に尽力してきたものの、新規アウトソーシング化の意思決定を促進する

には至らず、計画通りには進みませんでした。

以上の結果、ストックの積み増しにあたる新規顧客の開拓は目標未達でありましたが、既存の受託収入が堅調に

推移したことから、売上高は29億22百万円（前年同期比3.9％増）となりました。利益面では、引き続き経営効率化の

推進に鋭意努力を重ねる一方で、組織強化を目指した人材の採用が前期に続き充分に実施できなかったことや、投資

等の一部先送りにより、営業利益は４億57百万円（同9.5％減）と、計画値を上回る結果となりました。

　

施設総合管理事業

当事業を取巻く経営環境の中で核となる国内マンションストックは、現在579万戸を超え、築30年以上の高経年マ

ンションが年々増加する傾向にあります（出処：国土交通省）。震災の復旧や大規模修繕等の老朽化した建物本体

の維持管理、区分所有者の高齢化問題など、適正なマンション管理に向けた顧客ニーズは多種多様になってきてお

り、より高い水準のサービスが求められております。

こうした状況の下、競合他社によるリプレース（委託切替え）案件や管理組合による低価格かつ高品質な管理を

求める動きが増えるなど、マーケットの競争が熾烈化する中で、当社は一貫してアウトソーシングサービスの本質を

追求し、他社との差別化が具体的に見えるレベルを目標に、既存の受託業務の仕様見直し及びサービスの向上に努め

顧客ニーズに応える取組みを重ねてまいりました。その結果、一部の解約案件が発生したものの、新たな需要喚起に

向けた取組みが功を奏し、新規受託営業では一定の成果が見込めるようになりました。

また、保全目的の修繕工事への関与を高め、適切な改修提案を適時行ってきたことで、長期修繕計画に基づく大規

模修繕工事はもとより、その他修繕工事の案件が増加いたしました。

以上の結果、売上高32億27百万円（前年同期比3.7％増）、営業利益76百万円（同9.7％増）、総じて前年同期比で

増収増益となりました。なお、販売費及び一般管理費にのれん償却１億９百万円を計上しております。
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(2）キャッシュ・フローの状況　

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ３億48百万

円増加し、当連結会計年度末には17億63百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況

とそれらの要因は、次の通りであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、営業活動の結果増加した資金は６億４百万円（前連結会計年度は11億82百万円の資金

の増加）となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益が５億29百万円、仕入債務の増加87百万円による

ものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、投資活動の結果支出した資金は１億28百万円（前連結会計年度は33百万円の資金の支

出）となりました。これは主として、固定資産の取得による支出が１億17百万円及び敷金の差入による支出11百万円

によるものであります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、財務活動の結果支出した資金は１億27百万円（前連結会計年度は９億69百万円の資金

の支出）となりました。これは主として、短期借入金の純増が88百万円あったものの、自己株式の取得による支出が

１億48百万円及び配当金の支払額が67百万円あったことによるものであります。

　

２【生産、受注及び販売の状況】

(1)生産実績

該当事項はありません。

(2)受注状況

該当事項はありません。

(3）販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成23年７月１日
至　平成24年６月30日）

金額（千円） 前年同期比（％）

 社宅管理事務代行 2,742,264 102.7

社宅管理事

務代行事業

システム導入 56,923 570.2

その他 122,918 93.6

 小計 2,922,106 103.9

 マンション等施設管理 2,483,696 98.7

施設総合管

理事業

修繕工事 631,261 128.6

その他 108,427 107.1

 小計 3,223,385 103.7

 合計 6,145,492 103.8

(注)　上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

(1）会社の対処すべき課題

　進化するアウトソーシングサービスを念頭におき、カスタマーバリューの拡大とオペレーショナルエクセレン

スの追究を行うとともに、積極的な提案営業を行うことで市場の拡大に努めます。

　また、ストックビジネスの強みを活かしながら、第三第四の中核事業を育成します。

　　

(2）株式会社の支配に関する基本方針について

① 基本方針

　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、ビジネスプロセスアウト

ソーシング企業として、成長を継続し企業価値ひいては株主共同の利益を安定的に確保し、向上させていくこ

とが必要であると考えております。

　当社は、株式の大量買付行為（いわゆる敵対的買収）であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資する

ものであれば、これを一概に否定するものではありません。

　当社の株主の在り方について、当社は、公開会社として株主の皆様が所有する当社株式は市場での自由な取引

を通じて決まるものと考えております。従って、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断

も、最終的には当社株主の皆様の意思に委ねられるべきものであると考えております。

　しかし、近年我が国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、また株主及び投資家の

皆様に十分な情報開示が行われることなく、一方的に株式等の大量買付が行われる事例が少なからず見受けら

れます。これら株式の買付行為の中には、濫用目的によるものや、株主の皆様に株式売却を事実上強要するおそ

れのあるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。

　当社において、そのような事態に至った場合、その結果として当社の企業価値及び株主共同の利益が損なわれ

る可能性も否定できません。

　このような大量買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当

でないと考え、当社は買収防衛策を導入し、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するものであります。

　

② 企業価値への取り組み

　当社は平成10年の設立以来、企業の人事福利厚生分野の多様なニーズに応えるため、各種住宅の事務運営管理

代行サービス及び福利厚生全般に関するコンサルテーション業務を行ってまいりました。加えて、日本全国の

優良不動産会社とのフランチャイズ契約による独自のネットワーク「日本社宅ネット」を主宰し、顧客企業の

従業員の転勤や転居をフルサポートしてまいりました。そして、平成18年４月よりダイワード株式会社を当社

グループに加えることで、アウトソーシングサービスの提供範囲をマンション等の施設総合管理まで拡大さ

せ、新しい高付加価値サービスへの事業展開を推進してまいりました。

　今後は、当社グループとして継続的な成長性とストックビジネスのより強固な収益基盤を擁する企業体を目

指し、企業価値を高めることで株主の皆様へのご期待に応えていく所存であります。

　また、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、安定配当を柱に連結業績の向上に応じた

利益還元を実施してまいります。
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③ コーポレート・ガバナンス強化による企業価値の最大化

　当社は、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であ

るとの認識のもと、ガバナンス体制の強化、充実に努めております。まず、株主に対する説明責任を果たすべく、

迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保を重視しております。また、変化の速い経営環境に対応

して、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制を構築するとともに、経営の効率性を担保する経営

監視体制の充実を図ってまいります。

　さらに、健全な倫理観に基づくコンプライアンスの体制を徹底し、株主、顧客をはじめとするステークホル

ダー（利害関係者）の信頼を得て、事業活動を展開していく方針であります。

　今後も会社の成長に応じてコーポレート・ガバナンスの体制を随時見直し、企業価値の最大化を図ることを

目標としてまいります。

　

④ 基本方針に則り、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み

　当社は、平成22年９月28日開催の定時株主総会において、株主の皆様のご承認を得て、当社株式の大量買付行

為に関する対応策（以下「本プラン」といいます。）として、買収防衛策を継続いたしております。

　具体的には、当社の発行済株式総数の20％以上となる株式の買付又は公開買付を実施しようとする買付者に

は、必要な情報を事前に当社取締役会に提出していただきます。当社の独立委員会は、独立した第三者である専

門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント、その他の専門家）等の助言を

得て、買付内容の評価・検討、株主の皆様への情報開示と取締役会が提案した代替案の開示・検証、必要に応じ

て買付者との交渉等を行います。

　買付者が本プランの手続きを遵守しない場合や、当社の企業価値・株主共同の利益を侵害する買付であると

独立委員会が判断した場合は、対抗措置の発動（新株予約権の無償割当て等の実施）を取締役会に勧告いたし

ます。なお、当社取締役会の判断の客観性及び合理性を担保するため、取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独

立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は取締役会の意見等を慎重に検討し、対

抗措置の発動の是非について、外部専門家等の助言を受けるとともに、当社社外監査役を含む監査役全員の賛

同を得るものといたします。

　また、独立委員会が対抗策の発動について相当でないと判断した場合は、取締役会に対して不発動の勧告をい

たします。

　買付行為の提案があった事実及び提供された必要情報は、株主の皆様の判断のために必要であると認められ

る場合、当社取締役会が適切と判断する時点でその全部又は一部を開示いたします。

　当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当て、会社

法その他の法令及び当社定款によって認められる相当な対抗措置をとり、買付行為に対抗することがありま

す。

　

⑤ 前記の取組みについての当社取締役会の判断

　当社取締役会は、前記③に記載したコーポレート・ガバナンス強化による企業価値の最大化は、当社の企業価

値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、上記基

本方針に沿うものであると考えております。

　また、以下の理由により、前記④に記載した本プランが同方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損

なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

　ⅰ）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

　ⅱ）株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　ⅲ）合理的な客観的発動要件があること

　ⅳ）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　ⅴ）株主意思を重視していること

　ⅵ）デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　ⅶ）随伴性のない買収防衛策ではないこと
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４【事業等のリスク】

　当社グループの事業展開上、リスク要因となる可能性がある事項について以下に記載しております。また、必ずしも事

業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、あるいは当社グループの事業活動を理解する上で重

要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであります。　

　

① オペレーションリスクについて

社宅管理事務代行事業の事務処理は煩雑で件数も膨大なものとなり、オペレーションによる事務処理リスクがと

もないます。当社グループでは、事務リスクの軽減を図るため、システム管理と工程別業務管理の併用により、業務基

盤の整備を進めておりますが、事務処理における事故・不正等を起こすことにより、当社グループの経営成績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

② 季節変動について

社宅管理事務代行事業の転勤手続きに関するサービスは、転勤者が集中する春と秋には繁忙を極めるため、オペ

レーターの増強で人件費負担が大きくなります。また、転勤契約手続きにともなう社宅賃貸借契約の契約金を、顧客

企業に代わって当社が一時的に立替払いを行っており、その資金を銀行からの短期借入れで賄っていることから、春

と秋には一時的な短期の借入れ債務が多くなるとともに、顧客企業に対しては立替払い債権が多くなります。以上の

ことが当社グループ業績の季節変動の原因となります。

　

③ 情報保護リスクについて

当社グループは、多数のお客様の個人情報をお預かりしているほか、様々な経営情報等を保有しております。これ

らの情報の管理については、個別事業会社毎に情報セキュリティポリシーと情報セキュリティ管理規程を定め、情報

セキュリティ委員会を設置し、情報資産保護に関するマネジメントシステムのPDCAサイクルを運用しております。ま

た個人情報の管理においては、個人情報保護方針、個人情報保護基本規程を定め個人情報保護委員会を設置し、適切

な運営体制を構築しております。なお、平成24年６月11日には、3回目となるプライバシーマークの更新を完了いたし

ました。

しかしながら、これらの対策にもかかわらず情報の流出等の重大なトラブルが発生した場合には、法的責任を課

される危険性があります。また法的責任まで問われない場合でもブランドイメージの低下などにより、当社グループ

の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

④ 情報システムリスクについて

当社グループは、情報システムの統合管理及び適正な財務報告の確保のために、情報システム管理規程及び情報

システム運用管理細則等のもと、効率的な開発・品質向上の徹底・安全な運用が実施できるようシステムリスクの

管理を行っております。また、重要な情報システムやネットワーク設備については、機器設備を二重化し障害に備え、

バックアップセンターでの稼働切替え等の対策を施しております。また、ファイアーウォールによる外部からの不正

アクセスの防止、ウィルス感染対策、暗号化技術の採用等による情報漏洩対策の強化に努めております。このように

総合的な情報セキュリティの強化と事故防止に努めておりますが、未知のコンピューターウィルスの発生等により、

重要な情報資産が漏洩または毀損すること、あるいは予期できない障害を原因として情報通信システムが不稼働の

状態に陥る可能性は完全には排除できません。また、IT関連の技術はその革新が継続しており、お客様の利用環境が

変化しております。事業上、これらの新技術への対応が遅れた場合、当社の提供するサービスが、陳腐化・不適応化

し、競争力低下を招く可能性があります。これらの場合には、その発生の規模によっては、当社グループの経営成績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　　

 ⑤ 事業継続リスクについて

当社グループは、将来的に予測されうる大規模な自然災害、人身・物的な大事故、風評被害等、当社グループの事

業継続に大きな影響を及ぼすあらゆるリスクを想定し、経営リスク管理規程や危機管理規程により、緊急対策が直ち

に発動される体制を整えております。また、これらの災害・事故等の事象を網羅的に考慮した「事業継続計画」を策

定し、発生した事象の復旧に対しては速やかに対処できるよう運用しておりますが、被害そのものは完全に回避でき

るものではないことから、これらの事象が発生した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。

　　

なお、当社グループの業績に影響を及ぼすリスク要因は、これらに限定されるものではありません。　
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５【経営上の重要な契約等】

フランチャイズ契約について

　当社は、社宅の事務管理業務及び採用・転勤に伴う社宅の手配・提供業務とその周辺事務手続を一括して受託し

ております（社宅アウトソーシング）。そのため、各地に赴任する転勤者及び採用者向けの社宅手配・提供に対応

する加盟店ネットワーク（以下、日本社宅ネットという）を全国規模で展開しており、各地の不動産会社との間で

フランチャイズ契約を締結しております。

　フランチャイズ契約の当事者は、フランチャイザーである当社とフランチャイジーとなる加盟店であり、契約の要

旨は以下の通りであります。

　当事者間（当社及び加盟会社）で締結する契約

（1）契約の名称

「日本社宅ネット」フランチャイズ加盟契約

（2）加盟金及びライセンス使用料の対価

フランチャイズ加盟契約の締結により、社宅斡旋管理業務を中心とした法人対応ノウハウ及び社宅アウトソー

シング営業ノウハウ、商標、サービスマークの継続的な使用を認めており、対価として加盟金等を受領しており

ます。

６【研究開発活動】

該当事項はありません。

　

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況の分析】

　当連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。

なお、文中における将来に関する事項は当連結会計年度末（平成24年６月30日）現在において、当社グループが

判断したものであります。

(1)重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って作成

しております。

この連結財務諸表の作成にあたっては、決算日における財政状態、経営成績に影響を与えるような見積り・

予測を必要としております。当社グループは、過去の実績値や状況を踏まえ合理的と判断される前提に基づき、

継続的に見積り・予測を実施しております。

　当社グループは、特に以下の重要な会計方針が、連結財務諸表作成において使用される当社グループの重要な

判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。

①収益の認識

　当社グループの売上高は、社宅管理事務代行事業の受託料収入に関しましてはサービス開始月より当月の

事務管理運営件数に対応した月額受託料を、また施設総合管理事業の受託料収入に関しましては、管理受託

契約に基づき、役務の提供期間に対応した月額受託料を毎月計上しております。

②たな卸資産

　当社グループの主なたな卸資産は、社宅事務手続サービス開始に先立つ導入手続に係る費用を計上してお

り、導入売上の計上とともに売上原価に振替えております。

　

③繰延税金資産

　当社グループは、繰延税金資産について、実現可能性が高いと考えられる金額まで減額するために、評価性

引当額を計上する場合があります。評価性引当額の必要性を評価するに当たっては、将来の課税所得及び、慎

重かつ実現可能性の高い継続的な税務計画を検討しますが、純繰延税金資産の全部または一部を将来実現で

きないと判断した場合、当該判断を行った期間に繰延税金資産の調整額を費用として計上します。同様に、計

上金額の純額を上回る繰延税金資産を今後実現できると判断した場合、その実現可能額を繰延税金資産とし

て調整するとともに、当該判断を行った期間の費用を調整することとしております。
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(2)財政状態及び経営成績の分析

①売上高

　当連結会計年度における当社グループの売上高は、61億45百万円で、前連結会計年度に比べ２億26百万円

（3.8％）増加いたしました。売上高につきましては、「１業績等の概要（１業績）」と「２生産、受注及び

販売の状況」に記載のとおりであります。

　

②売上原価、販売費及び一般管理費

　当連結会計年度における売上原価は48億28百万円となり、売上総利益は13億16百万円、売上総利益率21.4％

となりました。

　販売費及び一般管理費は７億82百万円となりました。この主な内容としましては、役員報酬が１億５百万

円、給料及び手当が１億62百万円、のれん償却額１億９百万円等であります。

　この結果、営業利益は５億33百万円となり、売上高営業利益率8.7％となりました。

③営業外収益及び営業外費用

　営業外収益は７百万円となりました。これは主として受取配当金５百万円によるものであります。

　営業外費用は５百万円となりました。これは主として投資事業組合運用損４百万円によるものであります。

　この結果、経常利益は５億35百万円となり、売上高経常利益率8.7％となりました。

④特別損失

　特別損失は６百万円となりました。これは主として災害による損失５百万円によるものであります。

⑤当期純利益

　当期純利益は３億７百万円となり、売上高当期純利益率は5.0％となりました。

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析

①キャッシュ・フロー

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローについては、「１業績等の概要(２)キャッシュ・フローの状

況」をご参照ください。

　また、営業立替金については、転勤シーズンの第１四半期末及び第３四半期末に一時的に残高が増加いたし

ますが、資金の調達は自己資金及び銀行借入にて対応しております。銀行からの借入は１ヶ月以内の短期運

転資金であり、顧客企業からの立替金回収・借入返済は問題なく推移しております。

②財政状態

　当連結会計年度末の資産の状況は、前連結会計年度末に比べ３億49百万円増加し、43億28百万円となりまし

た。

　流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億43百万円増加し、34億79百万円となりました。これは主に当期純

利益等の増加に伴う現金及び預金が３億48百万円増加したことによるものであります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ６百万円増加し、８億48百万円となりました。これは主に、ソフトウェ

アが62百万円、繰延税金資産が46百万円増加したものの、のれんの償却が進み１億９百万円減少したことに

よるものであります。

  当連結会計年度末の負債の状況は、前連結会計年度末に比べ２億８百万円増加し、23億93百万円となり  

ました。

  流動負債は、前連結会計年度末に比べ１億99百万円増加し22億42百万円となりました。これは主に、買掛金

の増加87百万円、短期借入金88百万円の増加によるものであります。

  固定負債は、前連結会計年度末に比べ９百万円増加し、１億50百万円となりました。これは退職給付引当金

の増加によるものであります。

  当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べ１億40百万円増加し、19億35百万円となりました。

これは主に、当期純利益の発生等により利益剰余金が２億40百万円増加したこと、ストックオプション発行

により新株予約権35百万円を計上したこと及び、自己株式の買取１億48百万円によるものであります。
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(4)経営者の問題意識と今後の方針について

　当社グループの経営陣は、独立系のアウトソーシング専門会社及び施設総合管理会社である優位性を認識し、

顧客ストックの維持拡大を図るために、サービスの品質向上を第一とし、人材の人財化を継続的に推進する一

方、取引先ネットワークの拡大、システム開発の継続投資等を実行していくと伴に、各種専門会社との提携を促

進しサービス内容の充実を図る施策に重点をおいてまいります。

　さらに、時代の変化にしなやかに対応し、常に革新し続ける情熱と向上心、創造性ある経営に挑戦するために、

新たな成長と競争力を高めてまいります。

　なお、中長期的な経営ビジョン及び個別事業毎の対処すべき課題並びにその戦略展開を踏まえて次期見通し

を含めた「第４次中期経営計画」を平成24年８月７日に発表しておりますので、詳細につきましては別途開示

しております「第４次中期経営計画説明資料（平成25年６月期～平成27年６月期）」をご参照ください。

（http://www.syataku.co.jp/toinvestors/pdf/irplan120807_2.pdf）
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度における設備投資の総額は、99,678千円（無形固定資産を含む。）となりました。

　これは主として、社宅管理事務代行事業において、一部特定企業対応の社宅業務管理システム構築14,502千円、サー

ビス継続体制強化（ＢＣＰ）に基づくＩＴ整備42,085千円、事業規模拡大への対応における新基幹システム構築

28,468千円の投資を実施いたしました。　

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

　当連結会計年度末における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は、次のとおりであります。

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称　

設備の内容
帳簿価額（千円）

従業員数
(人)建物

工具、器具
及び備品

ソフト
ウエア

合計

本社

(東京都新宿区)

社宅管理事務

代行事業　

本社事務所設備

事務用機器
12,0184,819133,224150,062

 40 

(9)　

新宿事業所

(東京都新宿区)

社宅管理事務

代行事業　　

事業所設備

事務用機器
12,41231,448 － 43,901

　　162

(116)　　　　

　（注）１．帳簿価額には、消費税等を含めておりません。

２．従業員数の（　）は、臨時従業者数を外書しております。

３．本社事務所は賃借しており、年間賃借料は25,945千円であります。

４．新宿事業所は賃借しており、年間賃借料は76,518千円であります。

５．帳簿価額には、ソフトウエア仮勘定を含めておりません。　

　(2）国内子会社

会社名
事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備
の内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（人）建物

工具、器具
及び備品

土地
(面積㎡)

ソフト
ウエア

合計

ダイワード㈱

 

本社

(東京都新宿

区)

施設総合管

理事業
事務用機器 2,401 5,537 － 15,13523,074

305

(200)　

グリーンパー

ク第２東綾瀬

他５件

（東京都墨田

区他５件）

施設総合管

理事業
土地・建物 15,983 －

24,055

(111.6)
－ 40,038

－

（－）　

　（注）１．帳簿価額には、消費税等を含めておりません。

２．従業員数の（　）は、臨時従業者数を外書しております。

３．本社及び支店は賃借しており、年間賃借料は67,038千円であります。

４．帳簿価額には、ソフトウエア仮勘定を含めておりません。
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３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループの設備投資については、今後の受注計画、投資効果等を総合的に勘案して策定しております。

　なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の改修等の計画は次のとおりであります。

　

（1）重要な設備の新設

会社名
事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容
投資予定金額

資金調達
方法

着手及び完了予定
完成後の
増加能力

総額
（千円）

既支払額
（千円）

着手 完了

提出会社

　

本社

（東京都新宿区）

　

　

社宅管理事

務代行事業

基幹システ

ム

　

　

158,962　

（注）２　

　

44,968自己資金

　

平成23年

５月

　

　

平成25年６月

（平成25年　1

月）

（注）３　

業務管理シ

ステムの拡

充　

提出会社

　

第２オペレーショ

ンセンター

（北海道札幌市　

中央区）　　

　

社宅管理事

務代行事業

ハードウエ

ア及びソフ

トウエア

45,050 － 自己資金

　

平成24年

７月　

　

　

平成24年

８月　

　

サービス継

続体制の強

化

提出会社

　

第２オペレーショ

ンセンター

（北海道札幌市　

中央区）　

　

社宅管理事

務代行事業
内装設備　 22,910 － 自己資金

　

平成24年

７月

　

　

平成24年

８月

　

サービス継

続体制の強

化

(注)１．上記金額には、消費税等を含んでおりません。

　　２．投資予定金額を66,000千円から158,962千円に変更しております。　

　　３．完了年月の（ ）は、変更前の計画年月であります。

　

（2）重要な除却等の計画

　　該当事項はありません。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 22,800,000

計 22,800,000

　　

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数(株)
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数(株)
（平成24年９月27日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,985,000 5,985,000
東京証券取引所

（マザーズ）

　

単元株式数

100株　

計 5,985,000 5,985,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成24年９月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使に

より発行された株式数は含まれておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成17年９月28日定時株主総会決議（第２回新株予約権）

区分
事業年度末現在

（平成24年６月30日）
提出日の前月末現在
（平成24年８月31日）

新株予約権の数（個） 100,200 100,200

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 100,200 100,200

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）２ １株につき 1,455 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月１日

至　平成27年９月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 1,455

資本組入額 　728　
同左

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の行使にお

いて、当社の取締役、監

査役もしくは従業員の

いずれかの地位にある

ことを要す。（新株予約

権者が死亡した場合は、

相続人がこれを行使で

きるものとする。）

２．その他の条件について

は、当社と付与対象者と

の間で締結する新株予

約権付与契約に定める

ところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

取締役会の承認を要するも

のとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －
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(注)１．本新株予約権の発行の日（以下、「発行日」という）後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本

新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる１株の100分の１未満の端株は

これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場

合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

２．発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当りの行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

     

既発行株式数

 

＋

新規発行または

処分株式数
×
１株当たり払込金額

または処分価額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新株発行前または処分前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式

交換若しくは株式移転を行う場合、１株当りの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

３．平成18年１月18日付で、当社株式１株を３株に分割しております。これにより、「新株予約権の数」、「新株予

約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

４．平成22年10月１日付で、当社株式１株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の数」、「新株

予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

５．平成24年５月１日付で、当社株式１株を２株に分割しております。これにより、「新株予約権の数」、「新株予

約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。　
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②平成17年９月28日定時株主総会決議（第３回新株予約権）

区分
事業年度末現在

（平成24年６月30日）

提出日の前月末現在

（平成24年８月31日）

新株予約権の数（個） 3,600 3,600

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 3,600 3,600

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）２ １株につき 1,410 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月１日

至　平成27年９月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　1,410

資本組入額 　　705
同左

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の行使にお

いて、当社の取締役、監

査役もしくは従業員の

いずれかの地位にある

ことを要す。（新株予約

権者が死亡した場合は、

相続人がこれを行使で

きるものとする。）

２．その他の条件について

は、当社と付与対象者と

の間で締結する新株予

約権付与契約に定める

ところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

取締役会の承認を要するも

のとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

(注)１．本新株予約権の発行の日（以下、「発行日」という）後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本

新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる１株の100分の１未満の端株は

これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場

合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

２．発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当りの行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

     

既発行株式数

 

＋

新規発行または

処分株式数
×
１株当たり払込金額

または処分価額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新株発行前または処分前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式

交換若しくは株式移転を行う場合、１株当りの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

３．平成18年１月18日付で、当社株式１株を３株に分割しております。これにより、「新株予約権の数」、「新株予

約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

EDINET提出書類

日本社宅サービス株式会社(E05505)

有価証券報告書

 20/102



４．平成22年10月１日付で、当社株式１株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の数」、「新株

予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

５．平成24年５月１日付で、当社株式１株を２株に分割しております。これにより、「新株予約権の数」、「新株予

約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

　

③平成17年９月28日定時株主総会決議（第４回新株予約権）

区分
事業年度末現在

（平成24年６月30日）
提出日の前月末現在
（平成24年８月31日）

新株予約権の数（個） 43,200 43,200

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） （注）１ 43,200 43,200

新株予約権の行使時の払込金額（円）　 （注）２ １株につき 1,522 同左

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月１日

至　平成27年９月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 1,522

資本組入額 　761
同左

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の行使にお

いて、当社の取締役、監

査役もしくは従業員の

いずれかの地位にある

ことを要す。（新株予約

権者が死亡した場合は、

相続人がこれを行使で

きるものとする。）

２．その他の条件について

は、当社と付与対象者と

の間で締結する新株予

約権付与契約に定める

ところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

取締役会の承認を要するも

のとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

(注)１．本新株予約権の発行の日（以下、「発行日」という）後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本

新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる１株の100分の１未満の端株は

これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場

合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。
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２．発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当りの行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

     

既発行株式数

 

＋

新規発行または

処分株式数
×
１株当たり払込金額

または処分価額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新株発行前または処分前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式

交換若しくは株式移転を行う場合、１株当りの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。

３．平成18年１月18日付で、当社株式１株を３株に分割しております。これにより、「新株予約権の数」、「新株予

約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

４．平成22年10月１日付で、当社株式１株を100株に分割しております。これにより、「新株予約権の数」、「新株

予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

５．平成24年５月１日付で、当社株式１株を２株に分割しております。これにより、「新株予約権の数」、「新株予

約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発

行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づく新株予約権は以下のとおりです。

④平成23年９月28日定時株主総会決議（第５回新株予約権）

区分
事業年度末現在

（平成24年６月30日）
提出日の前月末現在
（平成24年８月31日）

新株予約権の数（個） 396 394

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 79,200 78,800

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）２ １株につき 346 同左

新株予約権の行使期間
自　平成24年５月16日

至　平成26年５月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　368

資本組入額 　184　
同左

新株予約権の行使の条件

１．株価が行使価額の1.5倍

以上にならなければ行

使できない。

２．新株予約権の行使にお

いて、当社の執行役員ま

たは従業員の地位にあ

ることを要す。ただし、

任期満了により退任、定

年退職その他新株予約

権割当契約に定める事

由により、これらの地位

を失った場合はこの限

りではない。（新株予約

権者が死亡した場合は、

権利行使期間中の死亡

の場合に限り、相続人が

これを行使できるもの

とする。）

３．その他の条件について

は、当社と付与対象者と

の間で締結する新株予

約権割当契約書に定め

るところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

取締役会の承認を要するも

のとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －
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区分
事業年度末現在

（平成24年６月30日）
提出日の前月末現在
（平成24年８月31日）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、消滅会社となる合併

契約の承認、分割会社となる

分割契約若しくは分割計画の

承認、完全子会社となる株式

交換契約若しくは株式移転計

画の承認、当社の発行株式全

てに対して譲渡による取得に

ついて当社の承認を要するこ

との定めを設ける定款の変更

承認または新株予約権の目的

である株式の内容として譲渡

による当該株式の取得につい

て当社の承認若しくは当該株

式について当社が株主総会の

決議によってその全部を取得

することについての定めを設

ける定款の変更承認がなされ

た場合は、取締役会が定める

日において当社は新株予約権

を無償で取得することができ

る。

同左

(注)１．本新株予約権の発行の日（以下、「発行日」という）後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本

新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる１株の100分の１未満の端株は

これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場

合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

２．発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当りの行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

     

既発行株式数

 

＋

新規発行または

処分株式数
×
１株当たり払込金額

または処分価額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新株発行前または処分前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式

交換若しくは株式移転を行う場合、１株当りの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。
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⑤平成24年５月15日取締役会決議（第６回新株予約権）

区分
事業年度末現在

（平成24年６月30日）
提出日の前月末現在
（平成24年８月31日）

新株予約権の数（個） 300 300

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 60,000 60,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）２ １株につき 　１ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成24年６月12日

至　平成26年６月11日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　312

資本組入額 　156　
同左

新株予約権の行使の条件

１．新株予約権の行使にお

いて、当社の取締役の地

位であることを要する。

ただし、任期満了による

退任その他正当な理由

がある場合には、その地

位を失った後も、その日

から２年が経過する日

（権利行使期間内）ま

でに限り行使すること

ができる。（新株予約権

者が死亡した場合は、本

新株予約権者の法定相

続人１名に限り、死亡し

た日の１年内に権利行

使をすることができ

る。）

２．新株予約権の行使は、割

当個数の全部または一

部につき行使すること

ができる。ただし、一部

行使をする場合は、割当

てられた新株予約権の

整数倍の単位で行使す

る。

３．その他の条件について

は、当社と付与対象者と

の間で締結する新株予

約権割当契約書に定め

るところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

取締役会の承認を要するも

のとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －
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区分
事業年度末現在

（平成24年６月30日）
提出日の前月末現在
（平成24年８月31日）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併に

より消滅する場合に限る。）、

吸収分割、新設分割、株式交換

又は株式移転の組織再編行為

をする場合において、組織再

編行為の効力発生の時点にお

いて残存する新株予約権の新

株予約権者に対し、それぞれ

の場合につき、会社法第236条

第１項第８号イからホまでに

掲げる株式会社（以下「再編

対象会社」という。）の新株

予約権をそれぞれ交付するこ

ととする。この場合において

は、残存新株予約権は消滅し、

再編対象会社は新株予約権を

新たに発行するものとする。

ただし、再編対象会社の新株

予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式

交換契約又は株式移転計画に

おいて定めた場合に限るもの

とする。

同左

(注)１．本新株予約権の発行の日（以下、「発行日」という）後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本

新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる１株の100分の１未満の端株は

これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場

合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

２．発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当りの行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

     

既発行株式数

 

＋

新規発行または

処分株式数
×
１株当たり払込金額

または処分価額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新株発行前または処分前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式

交換若しくは株式移転を行う場合、１株当りの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。
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⑥平成24年５月15日取締役会決議（第７回新株予約権）

区分
事業年度末現在

（平成24年６月30日）
提出日の前月末現在
（平成24年８月31日）

新株予約権の数（個） 450 450

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 90,000 90,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）　（注）２ １株につき 　１ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成24年６月12日

至　平成54年６月11日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　 　174

資本組入額 　87　
同左

新株予約権の行使の条件

１．当社の取締役及び監査

役のいずれも、その地位

を喪失した日の翌日か

ら10日以内に限り権利

行使ができるものとす

るす。（新株予約権者が

死亡した場合は、本新株

予約権者の法定相続人

１名に限り、死亡した日

の１年内に権利行使を

することができる。）

２．新株予約権の行使は、全

部につき一括して権利

行使することとし、分割

行使はすることができ

ない。

３．その他の条件について

は、当社と付与対象者と

の間で締結する新株予

約権割当契約に定める

ところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

取締役会の承認を要するも

のとする。

同左

代用払込みに関する事項 － －
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区分
事業年度末現在

（平成24年６月30日）
提出日の前月末現在
（平成24年８月31日）

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併に

より消滅する場合に限る。）、

吸収分割、新設分割、株式交換

又は株式移転の組織再編行為

をする場合において、組織再

編行為の効力発生の時点にお

いて残存する新株予約権の新

株予約権者に対し、それぞれ

の場合につき、会社法第236条

第１項第８号イからホまでに

掲げる株式会社（以下「再編

対象会社」という。）の新株

予約権をそれぞれ交付するこ

ととする。この場合において

は、残存新株予約権は消滅し、

再編対象会社は新株予約権を

新たに発行するものとする。

ただし、再編対象会社の新株

予約権を交付する旨を、吸収

合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式

交換契約及び株式移転計画に

おいて定めた場合に限るもの

とする。

同左

(注)１．本新株予約権の発行の日（以下、「発行日」という）後、株式の分割または併合が行われる場合、未行使の本

新株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生じる１株の100分の１未満の端株は

これを切り捨てるものとする。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

発行日以降、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式交換若しくは株式移転を行う場

合、株式の数については当社が必要と認める調整を行う。

２．発行日以降、株式の分割または併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により１株当りの行使価

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

     

既発行株式数

 

＋

新規発行または

処分株式数
×
１株当たり払込金額

または処分価額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

新株発行前または処分前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

さらに、発行日以降、本新株予約権を発行後、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行う場合、または株式

交換若しくは株式移転を行う場合、１株当りの行使価額について当社は必要と認める調整を行う。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成22年10月1日

（注）１
2,962,5752,992,500 － 603,250 － 350,499

平成24年５月1日

（注）２
2,992,5005,985,000 － 603,250 － 350,499

　　（注）１．株式分割　　１：100

２．株式分割　　１：２　　

（６）【所有者別状況】

 平成24年６月30日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株） 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人・その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 2 11 20 10 1 1,061 1,105 －

所有株式数

（単元）
－ 1,500 367 6,275 1,266 8 50,428 59,844 600

所有株式数の

割合（％）
－ 2.50 0.61 10.49 2.12 0.01 84.27 100.00 －

　（注）自己株式1,534,956株は、「個人その他」15,349単元及び「単元未満株式の状況」に56株を含めて記載してお

ります。
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（７）【大株主の状況】

 平成24年６月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

笹　晃弘 東京都中央区 602,000　 10.05

株式会社ベネフィット・ワン 東京都渋谷区渋谷３丁目12－18 389,000 6.49

ジャフコ・ジー九（ビー）号投

資事業有限責任組合

東京都千代田区大手町１丁目５－１　　　　

　株式会社ジャフコ内
368,000 6.14

ジャフコ・ジー九（エー）号投

資事業有限責任組合

東京都千代田区大手町１丁目５－１

株式会社ジャフコ内
322,000 5.38

池田　昌広 埼玉県川口市 233,300 3.89

正木　秀和 東京都新宿区 191,000 3.19

日本社宅サービス従業員持株会 東京都新宿区箪笥町35　 190,600 3.18

東京海上日動火災保険株式会社 　
東京都千代田区丸の内１丁目２－１ 

90,000 1.50

ザ　バンク　オブ　ニューヨーク　

ノントリーティージャスデック　

アカウント

（常任代理人　株式会社三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行）　

GLOBAL CUSTODY, 32ND FLOOR

ONE WALL STREET, NEW YORK

NY 10286, U.S.A.

東京都千代田区丸の内２丁目７－１

72,000 1.20

石上　明子 東京都杉並区 65,200 1.08

計 － 2,523,100 42.15

（注）上記のほか、自己株式が1,534,956株あります。

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）　

普通株式　1,534,900
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式 4,449,500　

　　　　
44,495 －

単元未満株式  普通株式　   　600　 － －

発行済株式総数 5,985,000 － －

総株主の議決権 － 44,495 －
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②【自己株式等】

　 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本社宅サービス

株式会社

東京都新宿区箪笥

町35番地
　1,534,900 － 1,534,900 25.64

計 － 1,534,900 － 1,534,900 25.64

（９）【ストックオプション制度の内容】

　当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を

発行する方法によるものであります。

　

（平成17年９月28日定時株主総会決議）

　当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権方式により、当社及び子会社の

取締役、監査役及び従業員に対して付与することを、平成17年９月28日の株主総会において決議されたもので

す。

　制度の内容は次のとおりであります。　

決議年月日 平成17年９月28日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役５、監査役３及び従業員94

新株予約権の目的となる株式の種類
　 「(2)新株予約権等の状況①、②、③」に記載の通りであ

ります。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況①、②、③」に記載の通りであ

ります。
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（平成23年９月28日定時株主総会決議）

　当該制度は、会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、新株予約権方式により、当社従業員（執行役員

含む）に対して付与することを、平成23年９月28日の株主総会において決議されたものです。

　制度の内容は次のとおりであります。　

決議年月日 平成23年９月28日

付与対象者の区分及び人数（名） 従業員167（うち執行役員２名）

新株予約権の目的となる株式の種類
　 「(2)新株予約権等の状況④」に記載の通りでありま　

　 す。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 「(2)新株予約権等の状況④」に記載の通りであります。

（平成24年５月15日取締役会決議）

　当該制度は、会社法第236条、第238条、第239条の規定に基づき、新株予約権方式により、当社の取締役、監査役

に対して付与することを、平成24年５月15日の取締役会において決議されたものです。

　制度の内容は次のとおりであります。　

決議年月日 平成24年５月15日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役５、監査役３

新株予約権の目的となる株式の種類
　 「(2)新株予約権等の状況⑤、⑥」に記載の通りであ

　 ります。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況⑤、⑥」に記載の通りであり

ます。

EDINET提出書類

日本社宅サービス株式会社(E05505)

有価証券報告書

 32/102



２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の

取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

取締役会（平成23年11月９日）で
の決議状況
（取得日　平成23年11月10日）

260,000 148,200

当事業年度前における取得自己株
式

－ －

当事業年度における取得自己株式 260,000 148,200

残存決議株式の総数及び価額の総
額

－ －

当事業年度の末日現在の未行使割
合(％) 

－ －

当期間における取得自己株式 － －

提出日現在の未行使割合(％) － －

　

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

取締役会（平成24年９月11日）で
の決議状況
（取得日　平成24年９月12日）

上限　1,000,000 上限　362,000

当事業年度前における取得自己株
式

－ －

当事業年度における取得自己株式 － －

残存決議株式の総数及び価額の総
額

－ －

当事業年度の末日現在の未行使割
合(％) 

－ －

当期間における取得自己株式 695,200 251,662

提出日現在の未行使割合(％) 30.48 30.48

（注）東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による取得であります。

　

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　会社法第155条第７号による取得

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 45 26

当期間における取得自己株式 － －
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（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間　

株式数（株）
処分価額の総額
（千円）

株式数（株）
処分価額の総額
（千円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取

得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 1,534,956 － 2,230,156 －

　（注）１ 当社は、平成24年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しており、当事業年度におけ

る保有自己株式数には当該株式分割による増加767,478株を含めております。

　　　　２ 当期間における取得自己株式には、平成24年９月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

　

３【配当政策】

　当社は、利益配分につきましては、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととし、剰余金の決定機関

は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　なお、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当として「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日と

して、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。

当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして認識しており、その基本的な考え

方は、機動的な経営施策遂行のための内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施することを方針とし

て、連結当期純利益に対する配当性向の基準を25％としております。

一方、当社グループは中期経営計画の達成を目標に、長期的発展の礎となる不可欠な投資の実行と安定配当を経

営の重要な政策として位置づけ、単年度の利益だけではなく過去からの剰余金や、今後の事業展開の中で生み出され

る収益を総合的に勘案することで、一定の配当金額を上程させていただきます。

以上の方針に基づき、平成24年８月14日開催の取締役会決議により、平成25年６月期から平成27年６月期の第４

次中期経営計画の期間においては、利益還元の指標を配当性向ではなく、「原則１株当たりの配当額（平成24年6月

期の配当額が対象）」に置き換えさせていただきます。

当事業年度の配当金は１株当たり17円とさせていただきました。

　　

　当事業年度に係る配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

平成24年９月27日

定時株主総会決議
75,650 17
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期
決算年月 平成20年６月 平成21年６月 平成22年６月 平成23年６月 平成24年６月

最高（円） 225,000 96,100 82,000
65,000

 (注)２ 　※715
　

739

 (注)３ 　※358
　

最低（円） 85,400 46,000 53,700
57,300

(注)２　 ※514
　

550

(注)３　 ※300
　

　（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

２．※印は、株式分割（平成22年10月１日付で１株を100株に分割）による権利落後の最高・最低株価を示して

おります。

３．※印は、株式分割（平成24年５月１日付で１株を２株に分割）による権利落後の最高・最低株価を示してお

ります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成24年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 586 649 739
716

※358　
343 341

最低（円） 556 579 620
640

※320　
302 300

　（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

２．※印は、株式分割（平成24年５月１日付で１株を２株に分割）による権利落後の最高・最低株価を示してお

ります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

代表取締役

社長
 笹　晃弘 昭和38年４月22日生

平成11年６月当社取締役

平成12年９月当社専務取締役

平成13年９月当社代表取締役専務

平成14年７月当社代表取締役社長（現

在）

平成18年９月

　

平成24年７月　

ダイワード㈱代表取締役社

長（現任）

㈱スリーＳ代表取締役社長

（現任）

（注）３ 602,000

常務取締役

　

オペレーション部門

統括

石上　明子 昭和48年４月２日生

平成11年２月当社入社

平成16年９月当社取締役オペレーション

グループ長 

平成18年９月当社常務取締役オペレー

ション部門統括（現在）

（注）３ 65,200

常務取締役

　

管理部門統括

　

竹村　清紀 昭和36年11月21日生

平成19年３月当社入社

平成19年９月当社取締役総務人事グルー

プ長 

平成20年３月当社取締役経理財務グルー

プ長

平成20年８月ダイワード㈱取締役

平成20年12月

　

平成21年９月

　

平成22年７月

　

平成24年７月

当社取締役情報管理グルー

プ長

当社常務取締役管理部門統

括（現在）

ダイワード㈱常務取締役

（現任）

㈱スリーＳ取締役（現任）　

（注）３ 4,000

取締役

　

マーケティンググ

ループ長

髙木　章 昭和48年８月28日生

平成13年１月当社入社 

平成19年７月当社マーケティンググルー

プゼネラルマネージャー

平成20年７月当社マーケティンググルー

プ長 

平成21年９月当社取締役マーケティング

グループ長（現在）

（注）３ 13,800
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

取締役   久保田 章市 昭和26年４月11日生

昭和50年４月㈱三和銀行（現㈱三菱東京

UFJ銀行）入行

平成18年１月三菱UFJリサーチ＆コンサル

ティング㈱　執行役員

平成18年４月 法政大学大学院イノベー

ション・マネジメント研究

科　客員教授

平成18年４月 島根県立大学総合政策学部

非常勤講師

平成20年４月法政大学大学院イノベー

ション・マネジメント研究

科　教授（現任）

平成22年９月 当社取締役（現在）

（注）１

（注）３
2,000

常勤監査役  渡邊 孝治 昭和22年７月20日生

昭和46年４月日立クレジット㈱（現日立

キャピタル㈱）入社

平成８年３月 同社人事教育部部長

平成10年３月同社東京営業本部総務部長

平成14年４月同社首都圏カンパニー業務

部長

平成16年４月同社監査室長

平成18年６月日立トリプルウィン㈱監査

役

平成20年８月ダイワード㈱監査役

平成21年９月当社監査役（現在）

（注）４ －

監査役  中西 康晴 昭和29年３月９日生

昭和55年４月弁護士登録

 市川照己法律事務所勤務

昭和58年４月小林・中西法律事務所開設

平成４年４月 中西法律事務所開設

平成10年10月当社監査役（現在）

平成12年４月扶桑合同法律事務所代表

（現任）

（注）２

（注）５

　

6,000
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

監査役  長山　宏 昭和31年７月９日生

昭和55年４月阪和興業㈱　入社

平成３年２月 三優監査法人　入所

平成７年８月 公認会計士登録

 平成９年２月 三優ビーディーオーコンサ

ルティング㈱（現ＢＤＯコ

ンサルティング㈱）取締役　

平成15年６月 三優ビーディーオーコンサ

ルティング㈱（現ＢＤＯコ

ンサルティング㈱）代表取

締役

平成16年12月税理士登録

平成20年11月三優ビーディーオーコンサ

ルティング㈱（現ＢＤＯコ

ンサルティング㈱）取締役

平成21年９月三優ビーディーオーコンサ

ルティング㈱（現ＢＤＯコ

ンサルティング㈱）代表取

締役（現任）

平成22年９月当社監査役（現在）

（注）２

（注）５
－

    計     691,000

　（注）１．取締役久保田章市は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役中西康晴及び監査役長山 宏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．平成24年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．平成21年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成22年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役

１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数

（株）

碩　修身 昭和23年４月５日生

昭和60年８月  ㈱マルコー入社

平成３年６月　同社総務部長

平成４年４月　㈱エニックス（現㈱スクウェア・エ

ニックス）入社　総務課長

平成８年10月　㈱エイブル入社　経営企画室課長

平成９年６月　同社取締役総務部長

平成12年12月　㈱サービスウェア・コーポレーショ

ン（現㈱ＣＳＫサービスウェア）

入社　総務課長

平成19年４月　同社常勤監査役

平成24年７月　当社　総務人事グループ　顧問

　　　　　　　（現在）　

　

－

（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。　
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

当社は、企業統治（コーポレート・ガバナンス）に関しては、公正な経営を実現することを優先課題としておりま

す。取締役会・監査役会・会計監査人による監査など法律上の機能に加え、経営の透明性の向上とコンプライアンス

を徹底し、経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定及び業務執行を可能とする組織体制を構築することで、コー

ポレート・ガバナンスの強化に努めております。

　

① 企業統治の体制

（イ）企業統治の体制の概要

当社は、会社法上の機関として、株主総会、取締役会、監査役のほか、監査役会及び会計監査人を設置しておりま

す。また、それ以外の機関として、経営会議、委員会（内部統制委員会、リスク管理委員会他）を設置しております。

　

1．取締役会（月１回開催）

経営の意思決定を迅速に行うために、取締役の定員を10名以内とし、「企業価値向上」のための経営方針、事

業計画、組織及び財務状況等の施策や業務執行に関する重要事項について、法令・定款の定めに則った取締役会

規程に基づいて決定を行うとともに、当社及び子会社の業務執行状況の確認、監督に努めております。

2．経営会議（月２回開催）

主に取締役会メンバー（うち、１回は部門マネージャー参加）で構成し、方針の伝達・徹底、業務成果の検証、

問題点の把握など、情報の共有化を図るとともに、経営及び業務執行に関する重要な事項について審議し、また

は報告を受け、審議事項については、経営会議構成員が審議を尽くし、合議の上で決定しております。

3．監査役会（月１回開催）

監査役３名（うち２名は社外監査役）で構成され、監査役会規程に基づき、独立した立場から取締役の職務執

行の監視、監督を行っております。

4．内部統制委員会（月１回開催）

主に取締役会メンバーで構成し、内部統制の状況を経営的視点から、組織が健全かつ効率的に運営され、各部

署が定めた所定の基準や手続きに基づいて管理・監視ができているかを牽制し、コンプライアンス意識の向上

につなげるための活動を行っております。　

5．リスク管理委員会（四半期に１回開催）

当社の持続的成長を図ることを目的に、取締役会メンバー及び部門マネージャーで構成され、組織目標の達成

を阻害する要因であるリスクを識別・分類・分析し、リスクがもたらす影響や発生可能性を考慮して、回避・低

減・移転・受容等の対応を明確にすることを基本としております。なお、全社リスク管理委員会の下部組織とし

て、各部門の運営により、部門リスク管理委員会を毎月１回開催し、モニタリング活動を中心に行っております。

　

（ロ）企業統治の体制を採用する理由

当社は、取締役会の合議制による意思決定と監査役による経営監視機能、後述の内部統制システムによる牽制機

能が働くことで、適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能且つ有効に発揮できるものと判断し、上記体制を

採用しております。　
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（ハ）内部統制の概要図
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（ニ）内部統制システムの整備の状況

　当社は、取締役会において、会社法第362条第４項第６号及び会社法施行規則第100条第１項及び第３項に基づ

き、業務の適正を確保するための体制を決定したのち、継続的に整備を図ってまいりました。

　当社は、アウトソーシングサービス産業の一員として、グループ会社の企業活動を支えている全てのステークホ

ルダーと良好な関係を築き、長期にわたり持続性の高い成長を遂げていくために、コーポレート・ガバナンスの

確立は不可欠と認識しております。この認識のもと、「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり決定

し、業務の有効性、効率性及び適正性を確保し、安心と信頼を高め、企業価値の向上を図ってまいります。

　本基本方針の概要は次のとおりであります。

　

1. 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制　　  

取締役及び従業員に期待する行動指針の一つとして倫理規範を定めて周知徹底し、高い倫理観に基づいて行

動する企業風土を醸成し、堅持する。コンプライアンス体制の構築・維持については、総務人事管掌役員をコン

プライアンス担当として任命し、取り組む。

コンプライアンス担当は、取締役及び従業員の法令遵守意識の定着と運用の徹底を図るため、研修等必要な諸

活動を推進し、管理する。各部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに

法令遵守体制の整備及び推進に努める。

当社及びグループ会社の事業に従事する者からの法令違反行為等に関する通報に対しては、適切な処理を行

うため内部通報規程を定め、コンプライアンス・ホットラインを設置する。

内部監査室は、法令及び定款の遵守状況の有効性について監査を行う。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制    

取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、総務人事部門を管掌する取締役を担当役員とし、情

報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を社内規程において定める。責任部署は、取締役の職務の執行に係る

情報を適切に記録し、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存・管理

する。その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態を維持し、取締役及び監査役からの閲覧要請に速やかに

対応する。

3. 財務報告の信頼性を確保するための体制   

当社及び当社グループの財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適

切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能する

ことを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保する。

また、法令等に定める情報の開示について適切な開示のための体制を整備する。

内部監査室は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の

必要があるときには、その対策を講ずる

　

4. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況　　

取締役及び従業員は、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会生活の発展を妨げる反社会的勢

力に対しては毅然とした態度で組織的に対応する。

反社会的勢力の経営活動への関与や当該勢力が及ぼす被害を防止する観点から、倫理規範において反社会的

勢力との関わりについて定め、反社会的勢力の排除に向けて全社的に取り組む。

反社会的勢力に対しては、通達等において主管部署及び情報収集、管理、報告方法等を定めるほか、外部専門機

関との連携による情報収集や社内研修の実施を通して、事案の発生時に速やかに対処できる体制を構築する。

　

5. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制　　

経営上のリスクの分析及び対策の検討については、代表取締役社長を委員長とし、規程に基づき選任された担

当役員及び各部門の責任者が出席するリスク管理委員会を設けて、リスク管理及び内部統制の状況を点検し、改

善を推進する。また、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに対処す

べく、統合型リスク管理の実践的運用を行う。 

経営上の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏洩、重大な信用失墜、災害等の危機など、不測の事態が発生した場合

には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し最小限にとど

めるよう努力する。

　

6. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制　

定時取締役会を月１回開催し、業務遂行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行状況の監督

を行う。また、経営会議を月２回開催し、社内規程で定められた決裁権限に従って迅速かつ機動的な意思決定を

行う。

職務執行に関する権限及び責任については、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化
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し、適時適切に見直しを行う。業務管理に関しては、中期経営計画、年度予算等を策定し、その進捗状況を定期的

に検証し、その達成に向けた対策を講ずることを通じて効率的な業務の執行を図る。

　

7. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制　　

子会社の取締役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行に関し、事業全般に対して責任あるガバナンス

が確保できるよう監督を行う。グループ企業に共通する管理機構の制定、整備及びグループ経営に関する事項全

般の統括は、管理部門がこれにあたる。グループ企業の経営については、その自主性を尊重するとともに、主管部

門との間で事業内容及び業績について定期的な報告を行い、重要事項については事前協議を行う。

また、監査役及び内部監査部門は定期的な監査を行い、必要に応じて監査役会と適切な連携をとるものとす

る。

　

8. 監査役がその職務を補助すべき従業員をおくことを求めた場合における当該従業員に関する事項   

内部監査担当部署である内部監査室の従業員が、必要に応じて監査役を補助することを社内規程において定

める。

　

9. 前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項

監査役より監査役を補助することの要請を受けた場合、内部監査室の従業員はその要請に関して取締役及び

上長の指示命令を受けない。また、当該従業員の任命、人事異動及び人事評価には常勤監査役の同意を必要とす

る。

　

10. 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

監査役は、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。

代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況

を報告する。取締役及び従業員は、重大な法令または定款違反及び不正な行為ならびに当社グループに著しい損

害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。また、監査役はいつでも必要に応じて

取締役及び従業員に対し報告を求めることができる。

　

11. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求める。また、監査

役は会計監査人と定期的に会合を持って意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告

を求める。監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、会社の顧問弁護士とは別の弁護士その他の外部

専門家を自らの判断で起用することができる。

　

（ホ）リスク管理体制の整備の状況

当社の業務執行に係るリスクを以下のとおり認識し、リスク担当部署を定め、規程、規則及びガイドラインを策定

するとともに、横断的なリスク管理体制を構築しております。

1．コンプライアンス上のリスク

健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制の徹底を図るため、内部統制委員会及びコンプライアンス担当

役員を中心として、全社的な牽制強化と教育の推進に注力しております。

2．情報セキュリティ上のリスク

情報保護に関しては、個人情報保護方針及び情報セキュリティポリシーを定め、個人情報の漏洩を未然に防止

するとともに、情報資産の管理については所轄部署である情報管理部門がコンピューターのセキュリティを強

化し、情報漏洩及び不正アクセスを防止しております。

3．品質上のリスク

当社独自のサービスの品質を保証できる仕組みづくりに磨きをかけ、かつサービスの規格をいつでも再設計

できる機能を強化し、顧客満足の最大化を図っております。
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4．財産保全上のリスク

与信管理規程、購買管理規程などに基づく取引先情報のモニタリング管理を徹底し、貸倒損失等の発生を未然

に防止する体制に努めております。

5．災害及び事故のリスク

危機管理規程に基づき、災害発生時の対処方法及び緊急対応マニュアルの策定を図り、災害発生時の被害を最

小限に止める訓練を継続的に実施しております。

　

② 内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査については、内部監査部門である内部監査室が社長直属の機関として機能しており、現在は担当

者２名が専従しております。内部監査室は、会社の業務及び財産の実態を監査し、経営の合理化及び能率の増進に資

することを目的として、事業年度毎に作成される内部監査計画に基づく監査と、社長特命により臨時の内部監査を

実施しており、常勤監査役及び内部統制部門と連携しております。

　監査役会は、当有価証券報告書提出日現在において、常勤監査役１名と非常勤監査役２名（社外監査役）の計３名

で構成され、取締役からの報告、取締役会をはじめとした監査役が出席したその他会議の内容や、内部監査室との連

携等により取締役及び取締役会の業務執行を監視しております。また、会計監査人及び内部統制部門との連携を密

にしながら、法令・定款に準拠した監査方針を定め、各監査役の報告に基づき監査意見を形成しております。　

なお、監査役の長山宏氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有しております。　

　

③ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役及び社外監査役は、次のとおりであります。

　　社外取締役　久保田章市

　　社外監査役　中西康晴、長山宏

　

1. 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割   

当社社外取締役及び社外監査役は、法令、会計等に関する幅広い経験と豊富な見識等に基づき、専門的かつ客観

的な視点から取締役の職務遂行を監視し、経営の透明性を高める重要な役割を担っております。

なお、当社社外取締役及び社外監査役は、当社と取引関係がなく、一般株主の利益を害さない適正な独立性を確

保しております。

　

2. 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方

当社では、株主の負託を受けた独立機関として中立・公正な見地からの経営監視機能を期待し、社外より取締

役１名及び監査役２名を選任しております。

　

3. 社外取締役及び社外監査役との関係　

当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係はありません。

　当社と社外取締役及び社外監査役との資本的関係につきましては、「第４　提出会社の状況　５．役員の状況」

のとおり当社の株式を保有しております。

　

4. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受ける

ことで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。

社外監査役は、内部監査及び内部統制を担当している内部監査室及び会計監査人との緊密な連携を保つ為に定

期的な情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。

　

5. 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容　

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりま

せんが、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性に関

する判断基準等を参考にしております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっ

ては、次の事項に該当する場合において独立性がないものとしております。

ａ．当社の親会社又は兄弟会社の業務執行者

ｂ．当社の主要取引先の業務執行者

ｃ．当社が多額の金銭（役員報酬以外）等を支払っているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家

ｄ．当社の議決権総数の３分の１以上の株式を保有する主要株主及びその業務執行取締役、執行役、社員であ

る者又は業務執行取締役、執行役、社員であった者

ｅ．近年（判断時点より過去１年）において上記ａからｄに該当していた者

ｆ．近親者（ａからｅに該当する者の２親等以内の親族、当社及び子会社の取締役並びに社員（マネージャー
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職以上）の２親等以内の親族（判断時点より過去１年における該当者を含む））

ｇ．社外取締役及び社外監査役の在任期間が継続して９年超の者　

　

④ 役員報酬等

1. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数   

　当社の取締役及び監査役に対する役員報酬等の総額は、以下のとおりであります。

役員区分　
報酬等の総額

（千円）　

　報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（名）　
基本報酬

ストック

オプション
賞与 退職慰労金

　取締役

（社外取締役を除く）　
　110,288　67,054 28,315　14,918 － ６

　監査役

（社外監査役を除く）　
　11,973 　8,220 1,730 　2,023 － １

　社外役員 　12,352 　6,600 4,185 1,567 － ３

　

2. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

　連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

　

3. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

　該当事項はありません。　

　

4．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法　

　役員の報酬等は、定額の基本報酬及び株式報酬型ストックオプションから構成され、連結ベースの業績及び本人

の貢献度を踏まえ決定しております。

　なお、基本報酬は、固定部分と前連結会計年度の業績に対する変動部分で構成されております。　

　

⑤ 株式の保有状況

1. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

　　　　　銘柄数　　　　　　　　　　　　18銘柄

　　　　　貸借対照表計上額の合計額　　　157,033千円
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2. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

　 前事業年度

　 特定投資株式　

銘　柄　
株式数

（株）　

貸借対照表計上額

（千円）　
保有目的　

　株式会社ベネフィット・ワン 1,735 100,109　業務提携関係の維持・強化

　株式会社アパマンショップホールディングス 9,080 20,775　業務提携関係の維持・強化

　株式会社山善　 6,979 3,964営業関係取引の維持・強化

　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　 6,000 2,340
　取引金融機関の安定取引の維

持

　ブックオフコーポレーション株式会社　 2,000 1,570　営業関係取引の維持・強化

　大東建託株式会社　 100 681　営業関係取引の維持・強化

　スターツコーポレーション株式会社　 1,000 335　業界動向の情報収集目的

　東急リバブル株式会社　 300 219　業界動向の情報収集目的

　ジェイコムホールディングス株式会社 200 210　業界動向の情報収集目的

　株式会社リロ・ホールディング 100 171　業界動向の情報収集目的

　株式会社共立メンテナンス　 120 141　業界動向の情報収集目的

　リベレステ株式会社 1 94　業界動向の情報収集目的

　株式会社メディアクリエイト 1,000 75　業界動向の情報収集目的

　宝印刷株式会社 100 61　業界動向の情報収集目的

　株式会社インテリックス 1 45　業界動向の情報収集目的

　エリアリンク株式会社 4 13　業界動向の情報収集目的
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　 当事業年度

　 特定投資株式　

銘　柄　
株式数

（株）　

貸借対照表計上額

（千円）　
保有目的　

　株式会社ベネフィット・ワン 1,735 125,440　業務提携関係の維持・強化

　株式会社アパマンショップホールディングス 9,080 19,839　業務提携関係の維持・強化

　株式会社山善　 7,472 4,610営業関係取引の維持・強化

　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　 6,000 2,268
　取引金融機関の安定取引の維

持

　ブックオフコーポレーション株式会社　 2,000 1,346　営業関係取引の維持・強化

　大東建託株式会社　 100 755　営業関係取引の維持・強化

　スターツコーポレーション株式会社　 1,000 465　業界動向の情報収集目的

　株式会社リロ・ホールディング 100 269　業界動向の情報収集目的

　東急リバブル株式会社　 300 258　業界動向の情報収集目的

　株式会社共立メンテナンス　 120 204　業界動向の情報収集目的

　ジェイコムホールディングス株式会社 200 134　業界動向の情報収集目的

　リベレステ株式会社 2 100　業界動向の情報収集目的

　株式会社メディアクリエイト 1,000 73　業界動向の情報収集目的

　宝印刷株式会社 100 59　業界動向の情報収集目的

　株式会社インテリックス 1 30　業界動向の情報収集目的

　エリアリンク株式会社 4 15　業界動向の情報収集目的

　

3. 保有目的が純投資目的である投資株式　

　 保有目的が純投資目的である投資株式は存在しないため、記載しておりません。

　　

⑥ 会計監査の状況

有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題についても随時相談・

検討を実施しております。　

（業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人）

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人

　指定有限責任社員・業務執行社員　　若尾　慎一 有限責任 あずさ監査法人

　指定有限責任社員・業務執行社員　　土肥　真 有限責任 あずさ監査法人

　継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

　監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士４名

及びその他４名を主たる構成員として、システム専門家等の補助者も加えて構成されております。

　

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。

 

⑧ 取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出

席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
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⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

1. 自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を

取得することができる旨定款に定めております。これは、企業環境の変化に対応し、機動的な経営を遂行すること

を目的とするものであります。

　

2. 中間配当

当社は、中間配当について、取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができ

る旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

　

3. 社外取締役及び社外監査役の責任限定契約

当社は、現行定款において、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。

有価証券報告書提出日現在において当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項に定める任務を

怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限定額は、社外取締役久保田章市、社外監査役の中西康晴及び長山宏とも、同

法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度額としております。また、当該責任限定が認められるのは、当該

社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られ

ます。なお、各責任限定契約は、各氏が取締役及び監査役として再任が承認された場合は継続いたします。

　

⑩ 株主総会の特別決議要件　

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とする

ものであります。

　

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

提出会社 24,500 － 20,000 －

連結子会社 － － － －

計 24,500 － 20,000 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。　

　

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　該当事項はありません。

 　

④【監査報酬の決定方針】

　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、会社の規模・業務の特性等の

要素を勘案して適切に決定しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

　

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づ

いて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成23年７月１日から平成24年６月30

日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成23年７月１日から平成24年６月30日まで）の財務諸表について、有限責

任 あずさ監査法人により監査を受けております。

　

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて　

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機

構へ加入し、情報の入手等に努めております。

　また、最新の情報を入手するため、監査法人等が開催する研修等による情報収集活動に努めております。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当連結会計年度
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,439,567 1,787,664

売掛金 209,165 262,636

未収入金 198,350 178,121

営業立替金 1,110,731 1,126,073

商品及び製品 1,490 1,422

仕掛品 632 3,550

原材料及び貯蔵品 3,177 2,966

繰延税金資産 50,922 51,545

その他 125,436 68,809

貸倒引当金 △2,721 △2,981

流動資産合計 3,136,753 3,479,808

固定資産

有形固定資産

建物 163,100 163,480

減価償却累計額 △112,123 △119,346

建物（純額） 50,977 44,133

工具、器具及び備品 129,013 160,394

減価償却累計額 △99,233 △117,057

工具、器具及び備品（純額） 29,779 43,336

土地 24,055 24,055

有形固定資産合計 104,812 111,525

無形固定資産

のれん 200,026 90,038

その他 169,652 205,327

無形固定資産合計 369,678 295,365

投資その他の資産

投資有価証券 182,356 195,157

関係会社株式 － 5,000

繰延税金資産 56,744 102,811

その他 128,532 138,696

投資その他の資産合計 367,633 441,665

固定資産合計 842,124 848,555

資産合計 3,978,877 4,328,363
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当連結会計年度
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 211,526 298,654

短期借入金 489,000 577,000

未払金 209,609 237,396

未払法人税等 170,116 147,411

営業預り金 559,484 493,365

預り金 25,454 48,400

前受金 218,994 288,510

賞与引当金 22,785 27,480

役員賞与引当金 28,008 23,309

その他 108,472 101,236

流動負債合計 2,043,453 2,242,765

固定負債

退職給付引当金 141,155 150,572

固定負債合計 141,155 150,572

負債合計 2,184,608 2,393,337

純資産の部

株主資本

資本金 603,250 603,250

資本剰余金 350,499 350,499

利益剰余金 1,277,099 1,517,837

自己株式 △389,301 △537,527

株主資本合計 1,841,548 1,934,060

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △47,279 △35,006

その他の包括利益累計額合計 △47,279 △35,006

新株予約権 － 35,972

純資産合計 1,794,269 1,935,026

負債純資産合計 3,978,877 4,328,363
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成22年７月１日
　至　平成23年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成23年７月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 5,918,713 6,145,492

売上原価 4,615,001 4,828,959

売上総利益 1,303,711 1,316,532

販売費及び一般管理費

役員報酬 119,826 105,754

給料及び手当 148,432 162,004

賞与引当金繰入額 2,750 2,941

役員賞与引当金繰入額 28,008 24,154

貸倒引当金繰入額 － 259

退職給付費用 179 204

のれん償却額 109,988 109,988

その他 318,800 377,227

販売費及び一般管理費合計 727,986 782,534

営業利益 575,725 533,998

営業外収益

受取利息 286 252

受取配当金 4,387 5,664

受取手数料 986 1,018

保険解約返戻金 5,344 －

その他 838 560

営業外収益合計 11,844 7,496

営業外費用

投資事業組合運用損 8,787 4,045

支払補償費 416 1,108

その他 408 726

営業外費用合計 9,612 5,880

経常利益 577,957 535,614

特別利益

投資有価証券売却益 781 －

貸倒引当金戻入額 131 －

特別利益合計 912 －

特別損失

固定資産除却損 ※1
 439

※1
 216

投資有価証券売却損 5,000 －

投資有価証券評価損 － 1,289

災害による損失 ※2
 11,614

※2
 5,000

特別損失合計 17,054 6,505

税金等調整前当期純利益 561,815 529,108

法人税、住民税及び事業税 282,718 279,825

法人税等調整額 △5,997 △58,551

法人税等合計 276,721 221,273

少数株主損益調整前当期純利益 285,094 307,834

当期純利益 285,094 307,834
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【連結包括利益計算書】
（単位：千円）

前連結会計年度
(自　平成22年７月１日
　至　平成23年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成23年７月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前当期純利益 285,094 307,834

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △10,434 12,273

その他の包括利益合計 △10,434 ※
 12,273

包括利益 274,659 320,107

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 274,659 320,107

少数株主に係る包括利益 － －
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成22年７月１日
　至　平成23年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成23年７月１日
　至　平成24年６月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 603,250 603,250

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 603,250 603,250

資本剰余金

当期首残高 350,499 350,499

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 350,499 350,499

利益剰余金

当期首残高 1,075,368 1,277,099

当期変動額

剰余金の配当 △81,491 △67,096

当期純利益 285,094 307,834

自己株式の処分 △1,871 －

当期変動額合計 201,731 240,737

当期末残高 1,277,099 1,517,837

自己株式

当期首残高 △352,092 △389,301

当期変動額

自己株式の取得 △44,941 △148,226

自己株式の処分 7,732 －

当期変動額合計 △37,209 △148,226

当期末残高 △389,301 △537,527

株主資本合計

当期首残高 1,677,026 1,841,548

当期変動額

剰余金の配当 △81,491 △67,096

当期純利益 285,094 307,834

自己株式の取得 △44,941 △148,226

自己株式の処分 5,860 －

当期変動額合計 164,522 92,511

当期末残高 1,841,548 1,934,060
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成22年７月１日
　至　平成23年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成23年７月１日
　至　平成24年６月30日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △36,844 △47,279

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△10,434 12,273

当期変動額合計 △10,434 12,273

当期末残高 △47,279 △35,006

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △36,844 △47,279

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△10,434 12,273

当期変動額合計 △10,434 12,273

当期末残高 △47,279 △35,006

新株予約権

当期首残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 35,972

当期変動額合計 － 35,972

当期末残高 － 35,972

純資産合計

当期首残高 1,640,181 1,794,269

当期変動額

剰余金の配当 △81,491 △67,096

当期純利益 285,094 307,834

自己株式の取得 △44,941 △148,226

自己株式の処分 5,860 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,434 48,245

当期変動額合計 154,087 140,757

当期末残高 1,794,269 1,935,026
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成22年７月１日
　至　平成23年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成23年７月１日
　至　平成24年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 561,815 529,108

減価償却費 46,512 56,930

株式報酬費用 － 35,972

のれん償却額 109,988 109,988

貸倒引当金の増減額（△は減少） △131 259

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,027 4,694

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,128 △4,699

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,351 9,417

受取利息及び受取配当金 △4,674 △5,917

支払利息 4,733 4,710

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,289

投資有価証券売却損益（△は益） 4,218 －

投資事業組合運用損益（△は益） 8,787 4,045

固定資産除却損 439 216

災害損失 11,614 5,000

売上債権の増減額（△は増加） △67,026 △53,470

仕入債務の増減額（△は減少） 4,938 87,128

営業立替金の増減額（△は増加） 672,711 △15,342

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,718 △2,637

前受金の増減額（△は減少） 15,948 69,515

営業預り金の増減額（△は減少） △31,025 △66,118

その他 107,417 140,549

小計 1,451,800 910,640

利息及び配当金の受取額 4,630 5,858

利息の支払額 △4,396 △4,751

災害損失の支払額 △11,614 △5,000

法人税等の支払額 △257,524 △302,270

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,182,894 604,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △15 △7

定期預金の払戻による収入 10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △12,357 △33,395

無形固定資産の取得による支出 △105,067 △83,729

投資有価証券の取得による支出 △47,317 △241

投資有価証券の売却による収入 119,220 －

関係会社株式の取得による支出 － △5,000

敷金の差入による支出 － △11,910

その他 1,620 5,300

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,918 △128,984
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成22年７月１日
　至　平成23年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成23年７月１日
　至　平成24年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △850,000 88,000

自己株式の取得による支出 △44,941 △148,226

自己株式の処分による収入 5,860 －

配当金の支払額 △80,790 △67,177

財務活動によるキャッシュ・フロー △969,871 △127,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 179,104 348,088

現金及び現金同等物の期首残高 1,236,218 ※
 1,415,322

現金及び現金同等物の期末残高 ※
 1,415,322

※
 1,763,411
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

１．連結の範囲に関する事項

子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　１社

連結子会社の名称

ダイワード株式会社

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない関連会社

　持分法を適用していない関連会社（株式会社スリーＳ）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、組合契約に規定される決算

報告日において入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっておりま

す。

②たな卸資産

商品・仕掛品

　主として個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

を採用しております。

貯蔵品

　最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

を採用しております。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

建物（建物附属設備は除く）

イ平成10年３月31日以前に取得したもの

旧定率法

ロ平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの

旧定額法

ハ平成19年４月１日以降に取得したもの

定額法

建物以外

イ平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法

ロ平成19年４月１日以降に取得したもの

定率法

　なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、支出時に費用処理しております。

②無形固定資産

　定額法を採用しております。

　 　なお、自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５～８年）に基づく定額法によっ

ております。
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(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

③役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

④退職給付引当金

　連結子会社について、従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針（会計制度委員会報

告第13号）に定める簡便法に基づき、退職金規程による連結会計年度末自己都合要支給額を計上しておりま

す。

(4)のれんの償却方法及び償却期間

　のれんについては、７年間で均等償却しております。

(5)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

　

【会計方針の変更】

        （１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用）

　        当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月30 

日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月

30日公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成22年６月30

日）を適用しております。

　        当連結会計年度において株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定 

し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定し

ております。

　なお、これによる影響については、「１株当たり情報」に記載しております。

　

【追加情報】

　　当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

　正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

　会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　

　　なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）に基づき、前連

　結会計年度の「貸倒引当金戻入額」については遡及処理を行っておりません。　
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

該当事項はありません。

　

（連結損益計算書関係）

※１　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成22年７月１日
至　平成23年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成23年７月１日
至　平成24年６月30日）

　建物 120千円 　 －千円

　工具、器具及び備品 319 　 216　　　

　

　

※２　災害による損失

　　　災害による損失は、東日本大震災による損失額であり、内訳は次のとおりであります。　

前連結会計年度
（自　平成22年７月１日
至　平成23年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成23年７月１日
至　平成24年６月30日）

　災害義援金 10,010千円 　 5,000千円

　見舞金 1,495 　 －

　その他 　　109 　 　－

　　

（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自　平成23年７月１日　至　平成24年６月30日）

※　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 24,723千円

組替調整額 59

税効果調整前 24,782

税効果額 △12,509

その他有価証券評価差額金 12,273

その他の包括利益合計 12,273

　

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成22年７月１日　至平成23年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 当連結会計年度期首
株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式                 

普通株式　（注） 29,925 2,962,575     － 2,992,500

合計 29,925    2,962,575 － 2,992,500

自己株式                 

普通株式　（注） 4,459    512,774     9,800 507,433

合計 4,459    512,774     9,800 507,433

（注）普通株式の発行済株式総数の増加2,962,575株は、平成22年10月1日付の株式分割（1株につき100株の割合を持って

分割）による増加であります。普通株式の自己株式の増加512,774株は、平成22年10月1日付の株式分割（1株につき

100株の割合を持って分割）による増加441,441株、自己株式の買取による増加71,300株及び単元未満株式の買取に

よる増加33株であります。また、普通株式の自己株式の減少9,800株は、第三者割当による自己株式の処分による減

少であります。
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２．配当に関する事項

(1)配当金の支払

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成22年９月28日

定時株主総会
普通株式 　　　81,491千円　　　 3,200円平成22年６月30日平成22年９月29日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の
総額

配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成23年９月28日

定時株主総会
普通株式   67,096千円利益剰余金       27円 平成23年６月30日平成23年９月29日

　

当連結会計年度（自平成23年７月１日　至平成24年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 当連結会計年度期首
株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式                 

普通株式　（注） 2,992,500 2,992,500     － 5,985,000

合計 2,992,500 2,992,500 － 5,985,000

自己株式                 

普通株式　（注） 507,433    1,027,523 － 1,534,956

合計 507,433 1,027,523 － 1,534,956

（注）普通株式の発行済株式総数の増加2,992,500株は、平成24年５月1日付の株式分割（1株につき２株の割合を持って

分割）による増加であります。普通株式の自己株式の増加1,027,523株は、平成24年５月1日付の株式分割（１株に

つき２株の割合を持って分割）による増加767,478株、自己株式の買取による増加260,000株及び単元未満株式の買

取による増加45株であります。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

当連結会計
年度期首

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションと

しての新株予約権
－ － 　　229,200　　 － 　　229,20035,972

　合計 － － 　　229,200－ 　　229,20035,972

（注）新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

３．配当に関する事項

(1)配当金の支払

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成23年９月28日

定時株主総会
普通株式   67,096千円 　　　27円 平成23年６月30日平成23年９月29日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の
総額

配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成24年９月27日

定時株主総会
普通株式   75,650千円 利益剰余金      17円 平成24年６月30日平成24年９月28日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　
前連結会計年度

（自　平成22年７月１日
至　平成23年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成23年７月１日
至　平成24年６月30日）

現金及び預金勘定 1,439,567千円 1,787,664千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △24,244　 △24,252　

現金及び現金同等物 1,415,322　 1,763,411　

　

（リース取引関係）

該当事項はありません。

　

　

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については安全性の高い短期的な預金等に限定し、また、短期的な資金調達

については銀行借入による方針であります。

　

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金、未収入金及び営業立替金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金、未払金、前受金及び営業預り金は、そのほとんどが１年以内に支払期日が到来

し、その支払期日に支払いができなくなる流動性リスクに晒されております。

　借入金は、そのすべてが立替業務による短期借入金であり、金利の変動リスクに晒されております。

　

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権については、原則として当該債権の取扱い部門が主管部門となり、取引先の業績状況等を定期

的にモニタリングするとともに、その取引先の回収期日及び残高等を管理し、回収懸念の早期把握や軽

減を図るための管理体制をとっております。　

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　投資有価証券のうち上場株式については、主に業務上で関係を有する企業の株式であり、毎月時価の把

握を行っており、四半期決算ごとに把握された時価について取締役会等の会議体に報告されておりま

す。　

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理　

　借入金は、そのほとんどが社宅管理事務代行事業に伴う一ヵ月未満の短期借入金であり、事務代行の処

理に合わせて資金繰り管理を実施しております。

　

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することがあります。　　
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

　

前連結会計年度（平成23年６月30日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 1,439,567 1,439,567 －

(2）売掛金 209,165 209,165 －

(3）未収入金 198,350 198,350 －

(4) 営業立替金　 1,110,731  1,110,731  －

(5) 投資有価証券　 　   

　　その他有価証券 133,518 133,518　 －　

　資産計 3,091,334 3,091,334 －

(1）買掛金 211,526 211,526 －

(2）短期借入金 489,000 489,000 －

(3) 未払金　 209,609　 209,609 －

(4）営業預り金 559,484 559,484 －

(5）前受金 218,994 218,994 －

　負債計 1,688,615　 1,688,615　 －

　

当連結会計年度（平成24年６月30日）

 
連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 1,787,664 1,787,664 －

(2）売掛金 262,636 262,636 －

(3）未収入金 178,121 178,121 －

(4) 営業立替金　 1,126,073  1,126,073  －

(5) 投資有価証券　 　   

　　その他有価証券 158,441 158,441　 －　

　資産計 3,512,937 3,512,937 －

(1）買掛金 298,654 298,654 －

(2）短期借入金 577,000 577,000 －

(3) 未払金　 237,396　 237,396 －

(4）営業預り金 493,365 493,365 －

(5）前受金 288,510 288,510 －

　負債計 1,894,926　 1,894,926　 －
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1）現金及び預金

　　これらは、すべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額としております。

(2)売掛金、(3)未収入金、並びに(4)営業立替金

　　これらは、すべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。　

(5)投資有価証券

　　これらの時価については、株式は取引所の価格によるものとしております。　

負　債

(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、(4)営業預り金、並びに(5)前受金

　　これらは、すべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

　

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）　

区分 
前連結会計年度

（平成23年６月30日） 
当連結会計年度

（平成24年６月30日） 

非上場株式         

関係会社株式 － 5,000

その他 2,389 1,161

投資事業組合への出資金 46,448 35,553

　これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握

することが極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。　

　

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成23年６月30日）

 
１年以内　
  (千円） 

１年超
５年以内　
 (千円）

５年超
10年以内
 (千円）　

10年超　
 (千円）

現金及び預金 1,437,194 － － －

売掛金 209,165 － － －

未収入金  198,350 － － －

営業立替金  1,110,731 － － －

合計 2,955,442　 － － －

　

当連結会計年度（平成24年６月30日）

 
１年以内　
  (千円） 

１年超
５年以内　
 (千円）

５年超
10年以内
 (千円）　

10年超　
 (千円）

現金及び預金 1,787,664 － － －

売掛金 262,636 － － －

未収入金  178,121 － － －

営業立替金  1,126,073 － － －

合計 3,354,495　 － － －
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（有価証券関係）

Ⅰ. 前連結会計年度（平成23年６月30日）

１．その他有価証券

 種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 6,811 4,301 2,509

(2）債券             

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 6,811 4,301 2,509

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 126,707 207,038 △80,331

(2）債券             

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 126,707 207,038 △80,331

合計 133,518 211,340 △77,822

　 （注）　非上場株式(連結貸借対照表計上額2,389千円）及び投資事業組合への出資金（連結貸借対照表計上額46,448千

円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「その他有価証券」に含めて

記載しておりません。　

　

　

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成22年７月１日　至　平成23年６月30日）

種類 売却額（千円）
売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

(1）株式 72,226 781 5,000

(2）債権    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 72,226 781 5,000
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Ⅱ. 当連結会計年度（平成24年６月30日）

１．その他有価証券　

 種類
連結貸借対照表計上
額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の

(1）株式 7,548 4,821 2,726

(2）債券             

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 7,548 4,821 2,726

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの

(1）株式 150,893 206,758 △55,864

(2）債券             

①国債・地方債等 － － －

②社債 － － －

③その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 150,893 206,758 △55,864

合計 158,441 211,580 △53,138

　 （注）　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。また、非上場株式(連結貸借対照表計上額1,161千円）

及び投資事業組合への出資金（連結貸借対照表計上額35,553千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから、「その他有価証券」に含めて記載しておりません。　

　

　

２．減損処理を行った有価証券

　当連結会計年度において、その他有価証券については1,289千円の減損処理を行っております。

　なお、時価のある有価証券の減損処理にあたっては、時価が取得原価に比し50％以上下落した場合は、回復可

能性が明らかなものを除き減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価の回復可能性の判

定を行い、減損処理の要否を決定しております。

　また、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式の減損処理にあたっては、１株当たり純資

産額が取得原価に比し50％以上下落した場合は原則として減損処理としますが、個別に回復可能性を判断し、

最終的に減損処理の要否を決定しております。
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（退職給付関係）

 

１．採用している退職給付制度の概要

連結子会社は退職金規程に基づく退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成23年６月30日現在）
当連結会計年度

（平成24年６月30日現在）

退職給付債務（千円） △141,155 △150,572

退職給付引当金（千円） △141,155 △150,572

なお、連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成22年７月１日
至　平成23年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成23年７月１日
至　平成24年６月30日）

退職給付費用（千円） 24,183 22,466

勤務費用（千円） 24,183 22,466

なお、連結子会社は、退職給付費用の算定にあたり簡便法を採用しております。
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（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名　

 （単位：千円）

　
前連結会計年度

（自　平成22年７月１日
至　平成23年６月30日）　

当連結会計年度
（自　平成23年７月１日
至　平成24年６月30日）

売上原価の株式報酬費 － 1,284

一般管理費の株式報酬費 － 34,612

　

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
　
(１)ストック・オプションの内容

 
平成17年

ストック・オプション①
平成17年

ストック・オプション②
平成17年

ストック・オプション③

付与対象者の区分及び数

当社取締役　５名

当社監査役　３名

当社従業員　78名

当社従業員　９名

当社取締役　５名

当社監査役　１名

当社従業員　20名

ストックオプション数

（注）
普通株式　121,400株 普通株式　5,400株 普通株式　52,800株

付与日 平成17年11月14日 平成18年２月14日 平成18年６月28日

権利確定条件 特に付されておりません 特に付されておりません 特に付されておりません

対象勤務期間 特に定めはありません 特に定めはありません 特に定めはありません

権利行使期間
自　平成19年10月1日

至　平成27年９月27日

自　平成19年10月1日

至　平成27年９月27日

自　平成19年10月1日

至　平成27年９月27日

 

 
平成23年

ストック・オプション
平成24年

ストック・オプション①
平成24年

ストック・オプション②　

付与対象者の区分及び数
当社執行取締役　２名

当社従業員　　 165名　
当社取締役　５名

当社取締役　５名

当社監査役　３名　

ストックオプション数

（注）
普通株式　79,200株 普通株式　60,000株 普通株式　90,000株

付与日 平成24年５月16日 平成24年６月12日 平成24年６月12日

権利確定条件

（1）権利行使時においても、

当社の執行役員または

従業員の地位にあるこ

とを要する。ただし、任

期満了により退任、定年

退職その他新株予約権

割当契約に定める事由

により、これらの地位を

失った場合はこの限り

でない。

（2）株価が行使価額の1.5倍

以上であることを要す

る。　

権利行使時においても、当

社の取締役の地位にあるこ

とを要する。ただし、任期満

了による退任その他正当な

理由かある場合には、その

地位を失った後も、その日

から２年が経過する日（権

利行使期間内）までに限

り、行使することができる。

（1）当社取締役又は監査役

の地位を喪失した日の

翌日から、10日を経過す

る日までの間に限り、新

株予約権を行使するこ

とができる。　

（2）新株予約権の全部を一

括して行使しなければ

ならない。

対象勤務期間 特に定めはありません 特に定めはありません 特に定めはありません

権利行使期間
自　平成24年５月16日

至　平成26年５月15日

自　平成24年６月12日

至　平成26年６月11日

自　平成24年６月12日

至　平成54年６月11日

（注）上記表に記載された株式数は、平成18年１月18日付株式分割（株式１株につき３株）、平成22年10月１日付株式分

割（株式１株につき100株）、平成24年５月１日付株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に換算

して記載しております。
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(２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成24年６月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。

　

　①ストック・オプションの数

　
平成17年ストック・
オプション①

平成17年ストック・
オプション②

平成17年ストック・
オプション③

平成23年ストック・
オプション

権利確定前　（株）                 

前連結会計年度末 － － － －

付与 － － － 79,200

失効 － － － －

権利確定 － － － －

未確定残 － － － 79,200

権利確定後　（株）                 

前連結会計年度末 － － － －

権利確定 100,800 3,600 45,000 －

権利行使 － － － －

失効 600 － 1,800 －

未行使残 100,200 3,600 43,200 －

　

　
平成24年ストック・
オプション①

平成24年ストック・
オプション②

権利確定前　（株）         

前連結会計年度末 － －

付与 60,000 90,000

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 60,000 90,000

権利確定後　（株）         

前連結会計年度末 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

未行使残 － －

（注）上記表に記載された株式数は、平成18年１月18日付株式分割（株式１株につき３株）、平成22年10月１日付株式分

割（株式１株につき100株）、平成24年５月１日付株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に換算

して記載しております。
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②単価情報

　
平成17年ストック・
オプション①

平成17年ストック・
オプション②

平成17年ストック・
オプション③

平成23年ストック・
オプション

権利行使価格　（円） 1,455 1,410 1,522 346

行使時平均株価　（円） － － － －

付与日における

公正な評価単価　（円）
－ － － 22

　

　
平成24年ストック・
オプション①

平成24年ストック・
オプション②

権利行使価格　（円） 1 1

行使時平均株価　（円） － －

付与日における

公正な評価単価　（円）
311 173

（注）上記表に記載された株式価格は、平成18年１月18日付株式分割（株式１株につき３株）、平成22年10月１日付株式

分割（株式１株につき100株）、平成24年５月１日付株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に換

算して記載しております。

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において付与された平成23年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法

は以下のとおりであります。

①　使用した評価技法　　　　　モンテカルロ・シミュレーション

　

②　主な基礎数値及び見積方法

　 平成23年ストック・オプション

株価変動性（注）１ 27.73％

満期までの期間（注）２ ２年

配当利回り（注）３ 4.32％

無リスク利子率（注）４ 0.105％

（注）１．満期日までの期間（２年間）に応じた直近の期間を週次観察することにより算定してお

ります。

２．割当日は平成24年５月16日であり、権利行使期間は平成24年５月16日から平成26年５月15

日までであります。

３．平成24年６月期の配当予想に基づき算定しております。

４．満期までの期間に対応した期間２年の国債利回りを採用しております。　　
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　当連結会計年度において付与された平成24年ストック・オプション①についての公正な評価単価の見積方

法は以下のとおりであります。

①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式

　

②　主な基礎数値及び見積方法

　 平成24年ストック・オプション①

株価変動性（注）１ 24.81％

予想残存期間（注）２ １年

予想配当（注）３ 13.5円／株

無リスク利子率（注）４ 0.103％

（注）１．平成22年６月から平成24年６月までの株価実績に基づき算定しております。

２．予想残存期間を合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使さ

れるものと推定して見積もっております。

３．平成24年６月期の配当予想に基づき算定しております。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

　

　

　当連結会計年度において付与された平成24年ストック・オプション②についての公正な評価単価の見積方

法は以下のとおりであります。

①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式

　

②　主な基礎数値及び見積方法

　 平成24年ストック・オプション②

株価変動性（注）１ 50.19％

予想残存期間（注）２ 15年

予想配当（注）３ 13.5円／株

無リスク利子率（注）４ 1.364％

（注）１．平成17年９月から平成24年６月までの株価実績に基づき算定しております。

２．予想残存期間を合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使さ

れるものと推定して見積もっております。

３．平成24年６月期の配当予想に基づき算定しております。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

　　

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　
前連結会計年度

（平成23年６月30日）
　

当連結会計年度
（平成24年６月30日）

繰延税金資産 　 　 　

賞与引当金 9,271千円　 10,232千円

株式報酬費用 － 　 13,275

未払賞与 21,568　 23,427

減価償却超過額 15,486　 12,994

未払事業税 13,413　 11,825

退職給付引当金 57,435　 53,908

その他有価証券評価差額金 31,764　 19,220

減損損失 23,554　 20,631

長期貸付金 12,695　 －

その他 14,878　 13,157

評価性引当額 △88,842　 △21,289

計 111,224　 157,383

繰延税金負債 　 　 　

労働保険料 △3,558　 △3,026

計 △3,558　 △3,026

　     　     

繰延税金資産の純額 107,666　 154,356

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　
前連結会計年度

（平成23年６月30日）
　

当連結会計年度
（平成24年６月30日）

法定実効税率 40.69％ 　 40.69％

（調整） 　 　 　

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.06 　 1.84

住民税均等割額 0.52 　 0.55

のれん償却額 7.97 　 8.46

評価性引当額 △2.04 　 △12.64

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 － 　 2.74

その他 0.07 　 0.18

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.25 　 41.82

　

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23

年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する

特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する

連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.69％から平成24年７月１日に開

始する連結会計年度から平成26年７月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について

は38.01％に、平成27年７月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、

35.64　％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は17,220千円減少し、法

人税等調整額が14,501千円、その他有価証券評価差額金が2,719千円、それぞれ増加しております。
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（資産除去債務関係）

前連結会計年度（平成23年６月30日）及び当連結会計年度（平成24年６月30日）　

　当社グループは、本社及び拠点における事務所において不動産賃貸借契約に基づく退去時の原状回復にかか

る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来における退去予定も

ないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を

計上しておりません。

　

（賃貸等不動産関係）

前連結会計年度（自　平成22年７月１日　至　平成23年６月30日）及び

当連結会計年度（自　平成23年７月１日　至　平成24年６月30日）

賃貸等不動産は、その総額に重要性が乏しいため記載を省略しております。

　　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

  当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社グルー

プの取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。

  当社グループは各社で独立した単一事業を取り扱っており、会社単位で戦略を立案し、事業活動を展開

しております。従って、当社グループは各社の事業区分である「社宅管理事務代行事業」及び「施設総

合管理事業」の２つを報告セグメントとしております。

　「社宅管理事務代行事業」は、社宅管理事務に関する代行業務とそれに関わるシステム導入等のサービ

スを行っております。「施設総合管理事業」は、マンション等の施設管理及び修繕工事等を行っており

ます。　

　

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。

  報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報　

前連結会計年度（自　平成22年７月１日　至　平成23年６月30日）　

　

報告セグメント

合計

（千円）　

調整額

（千円）　

（注）１

合計

（千円）

（注）２　

社宅管理事

務代行事業

（千円）　

施設総合管

理事業

（千円）　

売上高 　 　 　 　 　

　　外部顧客に対する売上高 2,811,5623,107,1505,918,713 － 5,918,713　

　　セグメント間の内部売上高又

は振替高
318 7,985 8,303 (8,303) －

計 2,811,8803,115,1365,927,017(8,303)5,918,713

セグメント利益 504,90469,448574,352 1,373 575,725

セグメント資産 2,160,8021,836,5553,997,357(18,480)3,978,877

その他の項目      

　減価償却費　 32,541 13,971 46,512 － 46,512

　のれんの償却額　 － 109,988109,988 － 109,988

　　有形固定資産及び無形固定　資

産の増加額　
131,449　 3,710 135,159 － 135,159

　（注）１．調整額の主な内容は、次のとおりであります。

（1）セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

（2）セグメント資産の調整額は、セグメント間債権債務消去であります。

　２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

当連結会計年度（自　平成23年７月１日　至　平成24年６月30日）　

　

報告セグメント

合計

（千円）　

調整額

（千円）　

（注）１

合計

（千円）

（注）２　

社宅管理事

務代行事業

（千円）　

施設総合管

理事業

（千円）　

売上高 　 　 　 　 　

　　外部顧客に対する売上高 2,922,1063,223,3856,145,492 － 6,145,492　

　　セグメント間の内部売上高又

は振替高
607 4,347 4,954 (4,954) －

計 2,922,7143,227,7326,150,446(4,954)6,145,492

セグメント利益 457,00676,213533,220 778 533,998

セグメント資産 2,373,5221,972,5974,346,119(17,755)4,328,363

その他の項目      

　減価償却費　 42,428 14,501 56,930 － 56,930

　のれんの償却額　 － 109,988109,988 － 109,988

　　有形固定資産及び無形固定　資

産の増加額　
90,855　 8,823 99,678 － 99,678

　（注）１．調整額の主な内容は、次のとおりであります。

（1）セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

（2）セグメント資産の調整額は、セグメント間債権債務消去であります。

　２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度（自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。　

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。　

　

(2）有形固定資産

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　

３．主要な顧客ごとの情報

  外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10％以上を

占めるものがないため、記載を省略しております。

　

当連結会計年度（自  平成23年７月１日  至  平成24年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。　

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

  本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。　

　

(2）有形固定資産

  本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　

３．主要な顧客ごとの情報

  外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10％以上を

占めるものがないため、記載を省略しております。　

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日）

　該当事項はありません。

　　

当連結会計年度（自  平成23年７月１日  至  平成24年６月30日）

　該当事項はありません。

　　

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日）　

　
　社宅管理事務代行事業

（千円）　

施設総合管理事業

（千円）　

合計

（千円）　

　当期償却額 　　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　109,988 　　　　　　　　109,988

　当期末残高 　　　　　　　　　　－ 　　　　　　　　200,026 　　　　　　　　200,026

　

当連結会計年度（自  平成23年７月１日  至  平成24年６月30日）　

　
　社宅管理事務代行事業

（千円）　

施設総合管理事業

（千円）　

合計

（千円）　

　当期償却額 　　　　　　　　  　－ 　　　　　　　　109,988 　　　　　　　　109,988

　当期末残高 　　　　　　　　  　－ 　　　　　　　　 90,038 　　　　　　 　　90,038

　

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自  平成22年７月１日  至  平成23年６月30日）

　該当事項はありません。　
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当連結会計年度（自  平成23年７月１日  至  平成24年６月30日）

　該当事項はありません。　

　

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自平成22年７月１日　至平成23年６月30日）

　該当事項はありません。　

　

当連結会計年度（自平成23年７月１日　至平成24年６月30日）

　該当事項はありません。

　

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成22年７月１日
至　平成23年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成23年７月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり純資産額 361.01円

１株当たり当期純利益金額 55.94円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。　

１株当たり純資産額 426.74円

１株当たり当期純利益金額 66.58円

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
66.46円

　

（注）１．当社は、平成24年３月16日開催の取締役会決議に基づき、平成24年５月１日付をもって普通株式１株につき２

株の割合で株式分割をいたしました。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり

純資産額、１株当たり当期純利益金額を算定しております。

　

　　　　 （会計方針の変更）

　　　　　当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号  平成22年６月30

日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号  平成22年６月

30日公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号  平成22年６月

30日）を適用しております。

　　　　　この適用により、当連結会計年度に行った株式分割は、前連結会計年度の期首に行われたと仮定して１株当たり

純資産額、１株当たり当期純利益金額を算定しております。　　　　　　

　　　　　これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前連結会計年度の１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金

額は、以下の通りであります。

　　　　　　　１株当たり純資産額       　　　　722.02円

　　　　　　　１株当たり当期純利益金額     　  111.88円
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（注）２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであ

ります。なお、平成24年５月１日付株式分割（普通株式１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算

しております。

 
前連結会計年度

(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

当連結会計年度
(自 平成23年７月１日
至 平成24年６月30日)

当期純利益（千円） 285,094 307,834

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 285,094 307,834

期中平均株式数（株） 5,095,994 4,623,429

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 150,000

　（うち新株予約権（株）） － (150,000)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

　平成17年９月28日定時株主総会

において決議された新株予約権

149,400個（普通株式 149,400

株）

　

　

　

　

　平成17年９月28日定時株主総会

において決議された新株予約権

147,000個（普通株式 147,000

株）　

　平成23年９月28日定時株主総会

において決議された新株予約権

396個（普通株式 79,200株）　
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（重要な後発事象）

　当社は平成24年９月11日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、

自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。

　

(1）自己株式の取得を行う理由

　株主利益還元の充実及び一部株主の売却意向にともない、株式の流通状況等を総合的に勘案した結果、

自己株式の取得を行うものであります。

　

(2) 自己株式の取得内容

①取得する株式の種類

当社普通株式

②取得する株式の総数

1,000,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　22.47％）　

③株式の取得価額の総額

362,000,000円（上限）

④取得日

平成24年９月12日　

⑤取得の方法

東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による買付け

　

(3) 自己株式の取得結果

①取得した株式の種類

当社普通株式

②取得した株式の総数

695,200株

③株式の取得価額の総額

251,662,400円

④取得日

平成24年９月12日

⑤取得の状況

東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による買付けにより取得
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　　　　　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 489,000 577,000 0.66 －

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － －

その他有利子負債 － － － －

計 489,000 577,000 0.66 －

　（注）平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。　

　

（２）【その他】

①当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（千円） 1,462,322 2,991,770 4,493,708 6,145,492

税金等調整前四半期（当期）

純利益金額（千円）
125,372 319,981 377,227 529,108

四半期（当期）純利益金額

（千円）
62,627 163,010 176,970 307,834

１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
12.60 33.98 37.80 66.58

（注）当社は、平成24年３月16日開催の取締役会決議に基づき、平成24年５月１日付をもって普通株式１株につき２株の

割合で株式分割をいたしました。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期

(当期)純利益金額を算定しております。

　

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

（円）
12.60 21.71 3.13 29.40

（注）当社は、平成24年３月16日開催の取締役会決議に基づき、平成24年５月１日付をもって普通株式１株につき２株の

割合で株式分割をいたしました。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純

利益金額を算定しております。

　

②決算日後の状況

特記事項はありません。

③訴訟

特記事項はありません。　
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成23年６月30日)

当事業年度
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 443,265 534,906

売掛金 38,662 72,175

営業立替金 1,089,650 1,108,351

仕掛品 632 3,550

貯蔵品 1,660 1,595

前払費用 39,671 40,106

繰延税金資産 16,033 15,231

未収入金 10,269 12,907

その他 347 453

貸倒引当金 △1,138 △1,193

流動資産合計 1,639,055 1,788,084

固定資産

有形固定資産

建物 85,608 85,608

減価償却累計額 △55,465 △61,178

建物（純額） 30,143 24,430

工具、器具及び備品 115,162 139,709

減価償却累計額 △87,958 △103,401

工具、器具及び備品（純額） 27,203 36,307

有形固定資産合計 57,347 60,738

無形固定資産

商標権 787 1,083

ソフトウエア 61,729 133,224

ソフトウエア仮勘定 71,749 44,968

その他 614 614

無形固定資産合計 134,880 179,890

投資その他の資産

投資有価証券 179,643 192,586

関係会社株式 854,173 859,173

長期前払費用 2,286 175

繰延税金資産 47,816 35,376

敷金及び保証金 97,716 109,614

その他 2,054 2,054

投資その他の資産合計 1,183,692 1,198,981

固定資産合計 1,375,920 1,439,611

資産合計 3,014,975 3,227,696
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年６月30日)

当事業年度
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金 489,000 577,000

未払金 108,636 109,983

未払費用 26,952 23,830

未払法人税等 107,715 93,892

未払消費税等 11,739 18,207

前受金 25,293 104,462

営業預り金 472,590 443,134

預り金 21,043 34,085

前受収益 22,050 3,449

賞与引当金 13,239 17,474

役員賞与引当金 23,328 18,509

流動負債合計 1,321,590 1,444,030

固定負債

預り保証金 10,095 10,095

固定負債合計 10,095 10,095

負債合計 1,331,685 1,454,126

純資産の部

株主資本

資本金 603,250 603,250

資本剰余金

資本準備金 350,499 350,499

資本剰余金合計 350,499 350,499

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,164,145 1,354,912

利益剰余金合計 1,164,145 1,354,912

自己株式 △389,301 △537,527

株主資本合計 1,728,594 1,771,135

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △45,304 △33,537

評価・換算差額等合計 △45,304 △33,537

新株予約権 － 35,972

純資産合計 1,683,290 1,773,569

負債純資産合計 3,014,975 3,227,696
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成22年７月１日
　至　平成23年６月30日)

当事業年度
(自　平成23年７月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 2,811,880 2,922,714

売上原価 1,830,597 1,944,559

売上総利益 981,282 978,154

販売費及び一般管理費

役員報酬 93,222 81,874

給料及び手当 109,541 123,105

法定福利費 27,269 31,210

賞与引当金繰入額 2,696 2,840

役員賞与引当金繰入額 23,328 19,740

外注人件費 8,731 9,144

株式報酬費用 － 34,612

消耗品費 7,774 6,386

支払報酬 43,289 40,142

減価償却費 7,009 6,541

地代家賃 22,988 23,873

貸倒引当金繰入額 － 55

その他 130,526 141,622

販売費及び一般管理費合計 476,378 521,148

営業利益 504,904 457,006

営業外収益

受取利息及び配当金 4,073 5,659

受取手数料 796 835

保険解約返戻金 5,005 －

システム導入負担金 ※1
 587

※1
 587

その他 336 333

営業外収益合計 10,798 7,414

営業外費用

投資事業組合運用損 8,787 4,045

支払補償費 416 1,108

その他 378 552

営業外費用合計 9,582 5,706

経常利益 506,120 458,714

特別利益

投資有価証券売却益 781 －

貸倒引当金戻入額 724 －

特別利益合計 1,505 －

特別損失

固定資産除却損 ※2
 426

※2
 25

投資有価証券評価損 － 1,289

投資有価証券売却損 5,000 －

災害による損失 ※3
 10,984

※3
 5,000

特別損失合計 16,410 6,314

税引前当期純利益 491,215 452,399

法人税、住民税及び事業税 208,180 193,803

法人税等調整額 991 733

法人税等合計 209,171 194,536

当期純利益 282,043 257,863
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【売上原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成22年７月１日
　　至　平成23年６月30日）

当事業年度
（自　平成23年７月１日
　　至　平成24年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　労務費 ※２ 914,530 48.2 943,700 47.9
Ⅱ　外注費  399,136 21.0 453,693 23.0
Ⅲ　経費 ※３ 585,240 30.8 573,668 29.1
　　計  1,898,906100.0 1,971,061100.0
　　他勘定振替  ※４ 68,601     23,584     
　　当期発生総原価  1,830,304    1,947,477    
　　期首仕掛品たな卸高  925     632     
　　　　　　計  1,831,230    1,948,110    
　　期末仕掛品たな卸高  632     3,550     
　　売上原価  1,830,597    1,944,559    
                  

（注）

前事業年度
（自　平成22年７月１日
　　至　平成23年６月30日）

当事業年度
（自　平成23年７月１日
　　至　平成24年６月30日）

１　原価計算の方法

　プロジェクト別の個別原価計算による実際原価計算を

行っております。

１　原価計算の方法

同　左

※２　労務費の主な内訳は次のとおりであります。 ※２　労務費の主な内訳は次のとおりであります。

給料手当 509,413千円

賞与 106,019千円

法定福利費 102,639千円

賞与引当金繰入額 10,542千円

給料手当 535,026千円

賞与 105,650千円

法定福利費 111,041千円

賞与引当金繰入額 14,138千円

※３　経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※３　経費の主な内訳は次のとおりであります。

振込手数料 173,773千円

営業手数料 49,431千円

サブリース費用 5,537千円

地代家賃 82,808千円

振込手数料 175,472千円

営業手数料 43,275千円

サブリース費用 2,359千円

地代家賃 80,273千円

※４　他勘定振替の内訳は次のとおりであります。 ※４　他勘定振替の内訳は次のとおりであります。

ソフトウエア 13,352千円

ソフトウエア仮勘定 55,249千円

　　

ソフトウエア 14,502千円

ソフトウエア仮勘定 9,082千円
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成22年７月１日
　至　平成23年６月30日)

当事業年度
(自　平成23年７月１日
　至　平成24年６月30日)

株主資本

資本金

当期首残高 603,250 603,250

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 603,250 603,250

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 350,499 350,499

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 350,499 350,499

資本剰余金合計

当期首残高 350,499 350,499

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 350,499 350,499

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 965,465 1,164,145

当期変動額

剰余金の配当 △81,491 △67,096

当期純利益 282,043 257,863

自己株式の処分 △1,871 －

当期変動額合計 198,680 190,766

当期末残高 1,164,145 1,354,912

利益剰余金合計

当期首残高 965,465 1,164,145

当期変動額

剰余金の配当 △81,491 △67,096

当期純利益 282,043 257,863

自己株式の処分 △1,871 －

当期変動額合計 198,680 190,766

当期末残高 1,164,145 1,354,912

自己株式

当期首残高 △352,092 △389,301

当期変動額

自己株式の取得 △44,941 △148,226

自己株式の処分 7,732 －

当期変動額合計 △37,209 △148,226

当期末残高 △389,301 △537,527
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成22年７月１日
　至　平成23年６月30日)

当事業年度
(自　平成23年７月１日
　至　平成24年６月30日)

株主資本合計

当期首残高 1,567,123 1,728,594

当期変動額

剰余金の配当 △81,491 △67,096

当期純利益 282,043 257,863

自己株式の取得 △44,941 △148,226

自己株式の処分 5,860 －

当期変動額合計 161,471 42,540

当期末残高 1,728,594 1,771,135

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △35,472 △45,304

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△9,831 11,767

当期変動額合計 △9,831 11,767

当期末残高 △45,304 △33,537

新株予約権

当期首残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 35,972

当期変動額合計 － 35,972

当期末残高 － 35,972

純資産合計

当期首残高 1,531,650 1,683,290

当期変動額

剰余金の配当 △81,491 △67,096

当期純利益 282,043 257,863

自己株式の取得 △44,941 △148,226

自己株式の処分 5,860 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,831 47,739

当期変動額合計 151,639 90,279

当期末残高 1,683,290 1,773,569
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【重要な会計方針】

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1)関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に

おいて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品

………個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を

採用しております。

貯蔵品

………最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）を採用しております。

３．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

　法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

イ 平成19年３月31日以前に取得したもの

 　旧定率法

ロ 平成19年４月１日以降に取得したもの

　 定率法

　 なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、支出時に費用処理しております。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

　なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５～８年）に基づく定額法によってお

ります。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

　　従業員の賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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【会計方針の変更】

        （１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用）

　        当事業年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号　平成22年６月30日）、

　　　　「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成22年６月30日公表

　　　　分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号　平成22年６月30日）を適用

　　　　しております。

　        当事業年度において株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当

　　　　たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を算定しております。

        　なお、これによる影響については、「１株当たり情報」に記載しております。

　

【追加情報】

　　　　　当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　

　　　なお、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第14号）に基づき、前事業年

度の「貸倒引当金戻入額」については遡及処理を行っておりません。　
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

該当事項はありません。

　

（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

前事業年度
（自　平成22年７月１日
至　平成23年６月30日）

当事業年度
（自　平成23年７月１日
至　平成24年６月30日）

システム導入負担金 587千円 　 587千円

　

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

前事業年度
（自　平成22年７月１日
至　平成23年６月30日）

当事業年度
（自　平成23年７月１日
至　平成24年６月30日）

　建物 120千円 　 －千円

　工具、器具及び備品 305 　 25　　　

　

　

※３　災害による損失

　　　災害による損失は、東日本大震災による損失額であり、内訳は次のとおりであります。　

前事業年度
（自　平成22年７月１日
至　平成23年６月30日）

当事業年度
（自　平成23年７月１日
至　平成24年６月30日）

　災害義援金 10,010千円 　 5,000千円

　見舞金 900 　 －

　その他 　　74 　 　－

　

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成22年７月１日　至　平成23年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式　　（注） 4,459 512,774 9,800 507,433

合計 4,459 512,774 9,800 507,433

（注）普通株式の自己株式の増加512,774株は、平成22年10月1日付の株式分割（1株につき100株の割合を持って分割）に

よる増加441,441株、自己株式の買取による増加71,300株及び単元未満株式の買取による増加33株であります。ま

た、普通株式の自己株式の減少9,800株は、第三者割当による自己株式の処分による減少であります。

当事業年度（自　平成23年７月１日　至　平成24年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式　　（注） 507,433 1,027,523 － 1,534,956

合計 507,433 1,027,523 － 1,534,956

（注）普通株式の自己株式の増加1,027,523株は、平成24年５月1日付の株式分割（1株につき２株の割合を持って分割）

による増加767,478株、自己株式の買取による増加260,000株及び単元未満株式の買取による増加45株であります。
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（リース取引関係）

該当事項はありません。

　　　

（有価証券関係）

前事業年度（平成23年６月30日）

　子会社株式(貸借対照表計上額　854,173千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら

れることから、記載しておりません。

　

当事業年度（平成24年６月30日）

　子会社株式(貸借対照表計上額　854,173千円）及び関連会社株式(貸借対照表計上額　5,000千円）は、市場価格

がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳　

　
前事業年度

（平成23年６月30日）
　

当事業年度
（平成24年６月30日）

繰延税金資産 　　 　

賞与引当金 5,386千円　 6,428千円

株式報酬費用　 － 　 13,275

減価償却超過額 240 　 167

一括償却資産償却超過額 1,382　 475

未払社会保険料否認 1,424　 1,425

未払事業税 9,060　 7,515

長期貸付金 12,695　 －

その他有価証券評価差額金 31,081　 18,571

投資有価証券評価損 3,260　 3,293

その他 2,452　 2,082

繰延税金資産合計 66,983　 53,236

繰延税金負債 　 　 　

労働保険料 △3,133　 △2,628

繰延税金負債合計 △3,133　 △2,628

繰延税金資産の純額 63,850　 50,607

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　
前事業年度

（平成23年６月30日）
　

当事業年度
（平成24年６月30日）

法定実効税率 40.69％ 　 40.69％

（調整） 　 　 　

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.95 　 1.70

住民税均等割額 0.11 　 0.12

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 － 　 0.64

その他 △0.17 　 △0.15

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.58 　 43.00

　

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23

年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する

特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する

事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延

税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.69％から平成24年７月１日に開始す

る事業年度から平成26年７月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.01％に、

平成27年７月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.64％となります。

　この税率変更による影響額は軽微であります。

　

（資産除去債務関係）

前事業年度（平成23年６月30日）及び当事業年度（平成24年６月30日）

　当社は、本社及び拠点における事務所において不動産賃貸借契約に基づく退去時の原状回復にかかる債務を

有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来における退去予定もないこと

から、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上して

おりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成22年７月１日
至　平成23年６月30日）

当事業年度
（自　平成23年７月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり純資産額 338.68円

１株当たり当期純利益金額  55.34円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

１株当たり純資産額 390.46円

１株当たり当期純利益金額  55.77円

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
55.67円

（注）１．当社は、平成24年３月16日開催の取締役会決議に基づき、平成24年５月１日付をもって普通株式１株につき２

株の割合で株式分割をいたしました。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純

資産額、１株当たり当期純利益金額を算定しております。

　

　　　　 （会計方針の変更）

　　　　　当事業年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号  平成22年６月30日）、

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号  平成22年６月30日

公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号  平成22年６月30

日）を適用しております。

        　この適用により、当事業年度に行った株式分割は、前事業年度の期首に行われたと仮定して１株当たり純資

産額、１株当たり当期純利益金額を算定しております。　　　　　　

　　　　　これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前事業年度の１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額は、

以下のとおりであります。

　　　　　　　１株当たり純資産額       　　　　677.36円

　　　　　　　１株当たり当期純利益金額     　  110.69円

　

（注）２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。なお、平成24年５月１日付株式分割（普通株式１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換

算しております。

 
前事業年度

(自 平成22年７月１日
至 平成23年６月30日)

当事業年度
(自 平成23年７月１日
至 平成24年６月30日)

当期純利益（千円） 282,043 257,863

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 282,043 257,863

期中平均株式数（株） 5,095,994 4,623,429

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 150,000

　（うち新株予約権（株）） － (150,000)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

　平成17年９月28日定時株主総会

において決議された新株予約権

149,400個（普通株式 149,400

株）

　

　

　

　

　平成17年９月28日定時株主総会

において決議された新株予約権

147,000個（普通株式 147,000

株）　

　平成23年９月28日定時株主総会

において決議された新株予約権

396個（普通株式 79,200株）　
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（重要な後発事象）

　当社は平成24年９月11日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、

自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。

　

(1）自己株式の取得を行う理由

　株主利益還元の充実及び一部株主の売却意向にともない、株式の流通状況等を総合的に勘案した結果、

自己株式の取得を行うものであります。

　

(2) 自己株式の取得内容

①取得する株式の種類

当社普通株式

②取得する株式の総数

1,000,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合　22.47％）　

③株式の取得価額の総額

362,000,000円（上限）

④取得日

平成24年９月12日　

⑤取得の方法

東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による買付け

　

(3) 自己株式の取得結果

①取得した株式の種類

当社普通株式

②取得した株式の総数

695,200株

③株式の取得価額の総額

251,662,400円

④取得日

平成24年９月12日

⑤取得の状況

東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による買付けにより取得
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証

券

その他有

価証券

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

株式会社ベネフィット・ワン 1,735 125,440

株式会社アパマンショップホールディン

グス　
9,080 19,839

株式会社山善 7,472 4,610

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ

ループ
6,000 2,268

ブックオフコーポレーション株式会社 2,000 1,346

株式会社環境経営戦略総研 52 1,160

大東建託株式会社 100 755

スターツコーポレーション株式会社 1,000 465

株式会社リロ・ホールディング 100 269

東急リバブル株式会社 300 258

その他８銘柄 1,429 620

計 29,268 157,033

　

【その他】

投資有価証

券

その他有

価証券

種類及び銘柄 出資口数（口）
貸借対照表計上額
（千円）

ジャフコＶ２－Ｃ号投資事業有限責任組

合
１ 35,553

計 １ 35,553
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

建物 85,608 － － 85,608 61,178 5,712 24,430

工具、器具及び備品 115,162 24,571 25 139,709103,401 15,442 36,307

有形固定資産計 200,771 24,571 25 225,318164,579 21,155 60,738

無形固定資産 　    　 　 　

商標権 2,608 500 － 3,108 2,025 204 1,083

ソフトウエア 114,413 92,563 － 206,977 73,752 21,068 133,224

ソフトウエア仮勘定　 71,749 42,970 69,751 44,968 － － 44,968

その他 614 － － 614 － － 614

無形固定資産計 189,385136,034 69,751 255,669 75,778 21,272 179,890

長期前払費用 10,554 － － 10,554 10,378 2,110 175

（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具器具備品 仮想ベースサーバー 22,212千円

ソフトウエア 仮想ベースシステム 19,872千円

　 特定企業業務運用システム（ソフトウエア仮勘定より振替） 14,502千円

　 汎用Ｗｅｂシステム（ソフトウエア仮勘定より振替） 55,249千円

ソフトウエア仮勘定 業務管理システム 28,468千円

　　

　　　２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定 特定企業業務運用システム（ソフトウエアに振替） 14,502千円

　 汎用Ｗｅｂシステム（ソフトウエアに振替） 55,249千円

　

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 1,138　 1,193　 － 1,138　 1,193　

賞与引当金 13,239 17,474　 13,239 － 17,474

役員賞与引当金 23,328 18,509 23,328 － 18,509

　（注）　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 502

預金 　

普通預金 532,686

別段預金 1,717

小計 534,403

合計 534,906

②　　売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

三菱重工業株式会社 24,036

大塚製薬株式会社 6,791

アートコーポレーション株式会社 5,841

日立建機株式会社　 3,590

株式会社日立ソリューションズ 2,273

その他 29,642

合計 72,175

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)
(Ｃ)

──────
(Ａ) ＋ (Ｂ)

× 100

(Ａ) ＋ (Ｄ)
─────
２

──────
(Ｂ)

─────
366

38,662 3,048,4323,014,919 72,175 97.7 6.7

　（注）当期発生高には消費税等が含まれております。
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③営業立替金

相手先 金額（千円）

大塚製薬株式会社 210,490

グラクソ・スミスクライン株式会社 74,892

ファイザー株式会社 60,207

みずほヒューマンサービス株式会社 58,666

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 39,412

その他 664,682

合計 1,108,351

④仕掛品

品目 金額（千円）

移管業務費 115

ＪＯＩＮＴ開発業務費 3,434

合計 3,550

⑤貯蔵品

品目 金額（千円）

切手・葉書・印紙・レターパック 1,595

合計 1,595

⑥関係会社株式

区分 金額（千円）

ダイワード株式会社 854,173

株式会社スリーＳ　 5,000

合計 859,173

⑦短期借入金

相手先 金額（千円）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 203,000

株式会社三井住友銀行 194,000

株式会社みずほ銀行　 180,000

合計 577,000
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⑧営業預り金

相手先 金額（千円）

ＭＳＤ株式会社 34,581

ファイザー株式会社 24,956

みずほヒューマンサービス株式会社 19,368

グラクソ・スミスクライン株式会社 18,564

明治安田生命保険相互会社 14,751

その他 330,911

合計 443,134

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ７月１日から６月30日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヵ月以内

基準日 ６月30日

剰余金の配当の基準日
12月31日

６月30日

１単元の株式数 　　100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部　

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　　

取次所 　－

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により、電子公告による公告がで

きない場合には、日本経済新聞に掲載して行う。

　　公告掲載URL　http://www.syataku.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）単元未満株式についての権利

当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

　　　　　(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　　　(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　　　　(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第13期）（自　平成22年７月１日　至　平成23年６月30日）平成23年９月28日関東財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

平成23年９月28日関東財務局長に提出　

(3) 四半期報告書及び確認書

（第14期第１四半期）（自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日）平成23年11月11日関東財務局長に提出

（第14期第２四半期）（自　平成23年10月１日　至　平成23年12月31日）平成24年２月13日関東財務局長に提出

（第14期第３四半期）（自　平成24年１月１日　至　平成24年３月31日）平成24年５月14日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成23年９月29日関東財務局長に提出　

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨時報告書であります。

平成24年９月13日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。

(5) 自己株券買付状況報告書　

報告期間（自平成23年11月９日　至平成23年11月30日）平成23年12月９日関東財務局長に提出　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  平成24年９月27日

日本社宅サービス株式会社    

 取締役会　御中  

 有 限 責 任　あ ず さ 監 査 法 人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 若　尾　慎　一　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 土　肥　　真　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る日本社宅サービス株式会社の平成23年７月１日から平成24年６月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を

検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本社

宅サービス株式会社及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日本社宅サービス株式会社の平

成24年６月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係

る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に

準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを

求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に

基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果につ

いて経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、日本社宅サービス株式会社が平成24年６月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した

上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し

て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　

　（注）１．上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成24年９月27日

日本社宅サービス株式会社    

 取締役会　御中  

 有 限 責 任　あ ず さ 監 査 法 人

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 若　尾　　慎　一　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 土　肥　　　真　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る日本社宅サービス株式会社の平成23年７月１日から平成24年６月30日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ

き監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法

人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸

表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、

監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本社宅

サービス株式会社の平成24年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　

　（注）１．上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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